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令 和 ５ 年 ９ 月 1 3 日 （ 水 曜 日 ）

午前10時０分開議

出 席 議 員（39名）

（ ）１番 下 沖 篤 史 新 生 会

（ ）２番 齊 藤 了 介 志 誠 会

（ ）３番 黒 岩 保 雄 緑 風 会

（ ）４番 永 山 敏 郎 県 民 連 合 立 憲

（ ）５番 今 村 光 雄 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）６番 工 藤 隆 久 同

（ ）７番 川 添 博 宮崎県議会自由民主党

（ ）８番 荒 神 稔 同

（ ）９番 福 田 新 一 同

（ ）10番 本 田 利 弘 同

（ ）11番 山 内 同いっとく

（ ）12番 山 口 俊 樹 同

（ ）13番 濵 砂 守 同

（ ）14番 内 田 理 佐 み や ざ き 未 来 の 会

（ ）15番 脇 谷 のりこ 親 和 会

（ ）16番 松 本 哲 也 県 民 連 合 立 憲

（ ）17番 山 内 佳菜子 同

（ ）18番 坂 本 康 郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）19番 西 村 賢 宮崎県議会自由民主党

（ ）20番 二 見 康 之 同

（ ）21番 後 藤 哲 朗 同

（ ）22番 山 下 寿 同

（ ）23番 野 﨑 幸 士 同

（ ）24番 佐 藤 雅 洋 同

（ ）25番 安 田 厚 生 同

（ ）26番 日 髙 利 夫 同

（ ）27番 図 師 博 規 無所属の会 チームひむか

（日本共産党宮崎県議会議員団）28番 前屋敷 恵 美

（ ）29番 井 本 英 雄 自 民 党 同 志 会

（ ）30番 岩 切 達 哉 県 民 連 合 立 憲

（ ）31番 重 松 幸次郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）32番 坂 口 博 美 宮崎県議会自由民主党

（ ）33番 武 田 浩 一 同

（ ）34番 山 下 博 三 同

（ ）35番 日 髙 陽 一 同

（ ）36番 丸 山 裕次郎 同

（ ）37番 中 野 一 則 同

（ ）38番 外 山 衛 同

（ ）39番 日 高 博 之 同

地方自治法第121条による出席者

知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 日 隈 俊 郎

副 知 事 佐 藤 弘 之

総 合 政 策 部 長 重黒木 清

政 策 調 整 監 田 中 克 尚

総 務 部 長 吉 村 達 也

危 機 管 理 統 括 監 横 山 直 樹

福 祉 保 健 部 長 川 北 正 文

環 境 森 林 部 長 殿 所 大 明

商工観光労働部長 丸 山 裕太郎

農 政 水 産 部 長 久 保 昌 広

県 土 整 備 部 長 原 口 耕 治

会 計 管 理 者 長 倉 佐知子

企 業 局 長 井 手 義 哉

病 院 局 長 村 久 人

総務部参事兼財政課長 高 妻 克 明

教 育 長 黒 木 淳一郎

警 察 本 部 長 平 居 秀 一

監 査 事 務 局 長 米 良 勝 也

人事委員会事務局長 田 村 伸 夫

事務局職員出席者

事 務 局 長 渡久山 武 志

事 務 局 次 長 鬼 川 真 治

議 事 課 長 福 島 久 大

政 策 調 査 課 長 牧 浩 一

議 事 課 長 補 佐 佐 藤 亮 子

議 事 担 当 主 幹 弓 削 知 宏

議 事 課 主 任 主 事 上 園 祐 也

議 事 課 主 任 主 事 山 本 聡
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代表質問◎

これより本日の会議を開きま○濵砂 守議長

す。

本日の日程は代表質問であります。

ただいまから代表質問に入ります。

質問についての取扱いは、お手元に配付の代

表質問時間割のとおり取り運びます。〔巻末参照〕

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、宮崎県議会自由民主党、日髙陽一

議員。

〔登壇〕（拍手） 皆さん、お○日髙陽一議員

はようございます。自由民主党、日髙陽一で

す。９月定例会に当たりまして、議長より許可

を得ましたので、質問通告書に従いまして質問

を進めてまいりたいと思います。

さて、この１月、河野県政４期目がスタート

して、はや８か月がたとうとしております。

これまでを振り返りますと「現場主義」「対

話と協働」を基本姿勢に、口蹄疫や新燃岳から

の復興、そして近年は、困難な調整や決断を余

儀なくされた新型コロナウイルスの対応や、そ

の後のコロナ禍、物価高騰からの宮崎再生に真

正面から取り組まれまして、堅実な県政運営に

対する県民の期待は高いものがあります。

しかしながら、国内外で先行きの不透明感が

増大している時代にあって、県政のかじ取り役

である知事には、喫緊の課題への的確な対応は

もちろん、将来を見据えて県民に夢や希望を与

え、郷土への誇りを取り戻せるような施策、

メッセージを打ち出すことも必要であります。

昨年末、元職との激しい選挙戦を通じて、知

事は、「将来に希望を持てる県にしてほしい」

という県民の強い願いや期待を肌身に感じたと

おっしゃっておりました。

私は、このような県民の思いに応えるべく、

４期目の目玉政策として、全国に誇る本県の強

みを生かし、「子ども・若者」「グリーン成

長」「スポーツ観光」の３つの分野で日本一に

挑戦するプロジェクトを、さきの６月議会で打

ち出されたものと受け止めております。

そこで、この「３つの日本一挑戦プロジェク

ト」の具体化に向けた知事の思いを伺います。

また、本日は、子供政策と観光政策に関する

質問を通告しております。これらの質問に先立

ち、子ども・若者プロジェクトとスポーツ観光

プロジェクトについて、目指す姿とそれを実現

するための取組を、福祉保健部長、そして商工

観光労働部長にお伺いいたします。

以上で壇上の質問を終わり、以下の質問は質

問者席から行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。お答えします。日本一挑戦プロジェク

トについてであります。

御指摘のとおり、このプロジェクトは、宮崎

再生を成し遂げるとともに、本県の強みを生か

して、県政を次なる飛躍へと導くことが皆様の

期待に応えることになるという思いから、今年

度に入って検討を指示したものであります。

まず、子ども・若者の分野では、県と市町村

が一丸となって子育て環境を整備し、合計特殊

出生率で日本一を目指すなど、日本一子供を生

み育てやすい県づくりに挑戦することで、喫緊

の課題であります人口減少の抑制にもつなげて

まいります。

また、グリーン成長分野では、豊富な森林資

源を守り、生かすという観点から、再造林率日

本一への挑戦を核としまして、ゼロカーボン社

会と地域資源を活用した産業成長の実現を図っ

てまいります。

令和５年９月13日(水)
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令和５年９月13日(水)

さらに、スポーツ観光分野では、「スポーツ

ランドみやざき」を世界基準へと進化させ、野

球・サッカーなどのプロチームのキャンプ数を

日本一とするなど、スポーツ環境日本一を目指

すことで、地域経済の活性化や観光振興にもつ

なげてまいります。

現在、来年度予算におきまして、これまでの

枠にとらわれない本県独自の施策を構築すべ

く、私も議論を主導しながら、具体的な事業等

を検討しているところであります。

この任期中に、しっかりと成果を出し、本県

の新たな未来を切り開くため、日本一という高

い目標の実現に向けて、全力で取り組んでまい

ります。以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答○福祉保健部長（川北正文君）

えします。子ども・若者プロジェクトについて

であります。

子ども・若者プロジェクトでは、「日本一生

み育てやすい県」の実現を目指し、現在検討を

進めているところであります。

主な取組としては、新型コロナ等の影響によ

り婚姻数が大きく落ち込んでいることから、出

会いや結婚支援の充実・強化を図るとともに、

出生数の回復に向けて、特に第２子以降の希望

を後押しする施策等を構築することとしており

ます。

あわせて、様々な環境にある子供の学びを支

え、安心して子育てができる教育環境を整備す

ることで、子ども・若者政策の好循環を創出す

ることとしております。

これらの取組により、合計特殊出生率で日本

一を目指すなど、希望どおりに家族を持つこと

ができ、子育てを楽しいと感じられる宮崎づく

りを進めてまいります。〔降壇〕

〔登壇〕○商工観光労働部長（丸山裕太郎君）

お答えします。スポーツ観光プロジェクトに

ついてであります。

本県の強みである恵まれたスポーツ環境や、

これまで培ってきたキャンプ受入れのノウハウ

などを進化させ、より多くの国内外代表チーム

のキャンプや国際大会等が実施されるよう、

「スポーツ環境日本一」を目指しております。

プロジェクトの主な取組といたしましては、

キャンプ・合宿や大会を誘致するための体制強

化をはじめ、スポーツ施設の戦略的・計画的な

整備や市町村との連携強化を柱に、各施策を構

築してまいります。

これらの取組により、プロチームのキャンプ

数を日本一とするなど、「スポーツランドみや

ざき」のブランド力の向上はもとより、地域経

済の活性化や観光振興などの好循環を創出して

まいります。〔降壇〕

今回、日本一という高い目標○日髙陽一議員

に挑戦するということで、多くの県民が期待し

ていると思います。河野知事におかれまして

は、これまでの３期の経験と実績を生かしなが

ら、このプロジェクトの先頭に立って取り組

み、そしてしっかりと目に見える成果を出して

いただきたいと思います。よろしくお願いいた

します。

それでは、子供政策に関する質問を進めてま

いります。

まず、国の次元の異なる少子化対策について

であります。

この問題については、私も２月議会において

取り上げました。また、６月議会においても、

ほかの議員が取り上げたところでありますが、

それだけ関心が高く、皆さん強い危機感を持っ

ているのだと思います。

国においては、少子化は我が国が直面する最
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令和５年９月13日(水)

大の危機であり、2030年までが今の少子化傾向

を反転させるラストチャンスであるとしていま

す。児童手当の拡充といった今後３年間で取り

組む具体的な施策のほか、2030年代初頭までの

子供予算倍増に向けた方向性を示した「こども

未来戦略方針」を今年の６月に公表したところ

であります。

現在、戦略方針の具体化に向けた検討が進め

られているところでありますが、そこで、「こ

ども未来戦略方針」について、知事はどのよう

に評価しているのかお伺いいたします。

この少子化対策は、本○知事（河野俊嗣君）

県が持続的に発展していく上で、また我が国の

今後の国力を考える上でも極めて重要かつ待っ

たなしの課題でありまして、私も強い危機感を

持っております。

このような中、国の「こども未来戦略方針」

は、これまで本県が要望してまいりました、保

育士の配置基準や処遇の改善が具体的施策とし

て盛り込まれたほか、男性育休の取得促進など

は、現在本県が進めております施策を後押しす

るものでありまして、大いに期待を寄せている

ところであります。

一方、施策の実現に向け必要となる財源につ

いては、明確に示されていないところでありま

す。

現在、全国知事会の地方税財政常任委員長と

して、来年度の予算編成、また税制改正に向け

て要望活動を行っているところでありますが、

そのときにも必ず子供財源の確保について議論

を持ち出し、意見交換を行っているところであ

ります。幅広い合意形成の下、財源の安定確保

を含む道筋を早期に示すとともに、地方の負担

が増大しないよう、全国知事会等を通じた要望

活動を行っております。

こども・子育て政策の推進に当たりまして

は、国と地方が車の両輪となって取り組んでい

くことが重要であります。地方の声にしっかり

耳を傾けていただくよう、これからも国に求め

てまいります。

国の次元の異なる少子化対策○日髙陽一議員

の動きと、また本県の子ども・若者プロジェク

トの動き、さらには市町村との連携も含め、効

果的な施策の展開を期待しております。

続いて、子供の貧困対策について伺います。

県は昨年、コロナ禍における子供の生活状況

の把握などを目的として、中学２年生とその保

護者を対象に「子どもの貧困実態調査」を実施

しましたが、令和３年に国が実施した全国調査

の結果と比較すると、本県では大卒以上の進学

を希望する世帯の割合が親子ともに低く、収入

の水準が低い世帯では、さらに低いという結果

が示されたところでした。

貧困の連鎖を断ち切るためには、教育の格差

を生じさせないことが重要と考えますが、子供

たちが経済的理由により進路を諦めることのな

いよう、県が行っている取組について、福祉保

健部長にお伺いいたします。

県では、令和○福祉保健部長（川北正文君）

元年度に策定しました「第２期子どもの貧困対

策推進計画」におきまして、「教育の支援」を

対策の４つの柱の一つと定め、生活困窮世帯の

子供に対する学習支援や授業料の減免のほか、

奨学のための給付金や補助金により、低所得世

帯の教育費の負担軽減を図っております。

また、進学や就職に関する様々な支援制度を

まとめた冊子「桜さく成長応援ガイド」を毎年

作成して、県内全ての中学・高校の生徒に配付

し、周知するなど、進学につなげる取組も行っ

ているところであります。
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令和５年９月13日(水)

今後とも、本県の将来を担う子供たちが、経

済的な理由に左右されることなく、夢や希望を

持って進路を選択できるよう、しっかりと支援

に取り組んでまいります。

続いて、ヤングケアラーにつ○日髙陽一議員

いて伺います。

昨年度、県が実施しました実態調査によりま

すと、家族のお世話をしている子供は、小学６

年生と中学２年生が3.8％、高校２年生が3.2

％、そのうち約１割の子供は、１日７時間以上

お世話をしているとのことでありました。

ヤングケアラーの中には、夏休みの期間、一

日中、家族のお世話をしていた子供たちもいた

と思います。家族のお世話をすることは、お手

伝いレベルであればいいことかもしれません

が、子供の大切な時間が犠牲になっているので

あれば、やはり支援が必要となります。

そこで、県として、ヤングケアラーに対しど

のような支援を行っているのか、福祉保健部長

にお伺いいたします。

ヤングケア○福祉保健部長（川北正文君）

ラーの背景には、介護、貧困、ひとり親世帯な

ど、多岐にわたる問題が絡んでおり、関係機関

の連携が大変重要であります。

このため、県や市、教育委員会、介護支援専

門員協会等の民間団体などで構成する検討委員

会を立ち上げ、関係者同士の連携を深め、ヤン

グケアラーを早期に発見し、適切な支援機関に

つなげる体制の構築を進めているところです。

また、この問題は、子供や家族、周囲の大人

がヤングケアラーについて理解することが重要

ですので、子ども・若者総合相談センター「わ

かば」にコーディネーターを配置し、様々な相

談に応じるとともに、学校等向けの研修や県民

向けの講演会を開催し、社会的認知度向上に向

けた普及啓発に積極的に取り組んでおります。

続いて、県民一体となった機○日髙陽一議員

運醸成についてお伺いいたします。

少子化対策を進めるに当たっては、社会全体

の意識改革や働き方改革を正面に据えた総合的

な対策が必要とされており、国は、次元の異な

る少子化対策の中で、「社会全体の構造や意識

を変えること」を基本理念の一つに掲げ、こど

も・子育て政策の抜本的な強化に取り組むこと

としております。

これを具体化する取組の一つとして、今年７

月に、子育て支援等に対する国民の理解を深め

るための国民運動をスタートさせ、今後、各地

域でシンポジウムの開催など、子供や子育てに

優しい社会に向けた機運醸成の取組を進めると

報じられています。

本県においても、少子化対策に関する県民の

理解や関心を深めるための取組が必要ではない

かと考えております。

現在、国では、次元の異なる少子化対策の一

環で国民運動が展開されておりますけれども、

県の取組について、福祉保健部長にお伺いいた

します。

婚姻数や出生○福祉保健部長（川北正文君）

数の減少傾向が続く中、社会全体で出会いや子

育てを応援する機運の醸成を図ることは、大変

重要であります。

このため県では、これまでの「子育て県民運

動」に「出逢い・結婚応援」の視点を加え、今

年度から「ひなたの出逢い・子育て応援運動」

を展開し、若者や企業・団体等との意見交換の

場を設けるなど、県民の理解や関心を深める取

組を進めております。

また、子育て応援フェスティバルの開催や、

企業等が実施する出会いや子育て支援に対する
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補助など、子供の未来を育む環境づくりにも取

り組んでいるところであります。

こうした取組を積極的に展開することによ

り、行政や企業等が一体となって、出会いや子

育てを応援する機運を高めてまいります。

出会い・結婚、子育てを応援○日髙陽一議員

する機運の醸成は、少子化対策の一つとして非

常に重要と考えますので、引き続き、県民一体

となった応援運動の取組を進めていただきたい

と思います。

次に、観光政策に関する質問を進めてまいり

ます。

先日、本県を代表する観光スポット、青島に

行く機会がありました。観光客で大変にぎわっ

ており、駐車場も県外ナンバーが多く見受けら

れました。報道等を見ても、観光地の人出や交

通各社の利用状況は、コロナ禍前に近い数字に

回復してきているように思います。

一方で、観光客を受け入れるホテル・旅館な

どの宿泊施設においては、人手不足の状況が続

いているようです。コロナ禍で離職した従業員

が戻らず、「部屋を十分に稼働できない状況に

ある」との声を県内の宿泊事業者からも聞いて

おります。

今後、さらなる観光需要の回復が見込まれる

中で、宿泊客を受け入れられないなどの影響が

懸念されますが、人手不足の状況にある宿泊業

に対し、県としてどのように支援を行うのか、

商工観光労働部長にお伺いいたします。

コロナ○商工観光労働部長（丸山裕太郎君）

禍で落ち込んだ観光需要が回復する中で、宿泊

業における人手不足は重要な課題と認識してお

ります。

このような中、限られた人員でも宿泊客の受

入れができる体制づくりに向けて、本年６月補

正予算において創設した宿泊業の生産性・サー

ビス向上支援事業の中で、自動チェックイン機

や清掃ロボットなど、業務の省力化につながる

デジタル機器の導入等に対する支援を行ってお

ります。

業界の皆様からも、このような支援を活用し

たいという声を多くいただいており、本事業を

通じて、宿泊業の生産性向上につながる取組を

支援してまいります。

新型コロナの５類感染症への○日髙陽一議員

移行等によりまして、人流が戻りつつある中、

本県が他県との競争に打ち勝ち、観光客から選

ばれるためには、多様化する旅行ニーズに対応

しまして、宮崎ならではの魅力を最大限に生か

した観光誘客に取り組むことが、何より重要で

あると考えております。

そこで、本県の強みを生かした観光誘客の取

組について、商工観光労働部長にお伺いいたし

ます。

本県が○商工観光労働部長（丸山裕太郎君）

観光地として選ばれるためには、宮崎でしか味

わうことのできない感動や体験を提供していく

必要があります。

このため、本県ならではの観光資源である神

話ゆかりの地を巡る「キキタビ」をはじめ、自

然や森林等から得られる癒やしをテーマとした

「デトックス・トリップ宮崎」や、サイクルな

どのスポーツツーリズムのツアー造成に取り組

むとともに、食をテーマとした観光キャンペー

ンを実施することとしております。

今後とも、多様化する旅行ニーズを的確に捉

えながら、市町村や観光関連事業者等と連携

し、神話や自然、森林、食、スポーツといった

本県の強みである「５つのＳ」を生かした観光

プロモーションを展開し、さらなる誘客促進を

- 16 -



令和５年９月13日(水)

図ってまいります。

続いて、屋外型トレーニング○日髙陽一議員

センターについて伺います。

このトレセンは、本年４月から供用開始とな

り、既に５か月がたちました。

今週日曜日に行われました、ラグビーワール

ドカップフランス大会の大切な初戦であります

チリ戦で、日本は42対12で勝ち点５を獲得し、

現在首位でございます。これは、宮崎、トレセ

ンでの合宿が生かされていると、解説の方も

おっしゃっておりました。あれだけ多くの国民

が注目している大会で、宮崎合宿と言っていた

だけると、このトレセンができてよかったなと

実感しているところであります。

今後も、国内外の代表クラス、サッカーやラ

グビーなどのプロチームがトレセンを利用する

ことを想像すると、「スポーツランドみやざ

き」のさらなる発展が大いに期待されるところ

です。

トレセンは、今後「スポーツランドみやざ

き」の推進に必要不可欠な施設であり、将来的

には、国のナショナルトレーニングセンターと

して、中核拠点施設の指定も目指していると聞

いております。

そこで、この施設を生かした今後の「スポー

ツランドみやざき」の取組について、商工観光

労働部長にお伺いいたします。

屋外型○商工観光労働部長（丸山裕太郎君）

トレーニングセンターにつきましては、開設以

降、多くのアスリートに御利用いただいており

ますが、議員からもお話にありましたように、

ラグビー日本代表からも「世界トップクラスの

施設である」との高い評価をいただいたところ

であります。

県では、本施設を核とした「スポーツランド

みやざき」のさらなる推進を図るため、屋外型

競技の中核拠点施設の指定に向けて国への要望

を行うとともに、キャンプ・合宿の新たな誘致

や、その効果を全県下に波及させる取組を実施

しております。

また、本定例会において、Ｊリーグ春季キャ

ンプ強化試合の実施や、トレーニング機器の整

備などに係る補正予算をお願いしており、本施

設の活用促進や充実化を図り、「国際水準のス

ポーツの聖地」としての地位を築いてまいりま

す。

ぜひ、世界基準の「スポーツ○日髙陽一議員

環境日本一」を実現して、地域経済の活性化や

観光振興の好循環につなげていただくことを期

待しております。

続いて、インバウンド対策について伺いま

す。

９月27日からアシアナ航空による宮崎－ソウ

ル線の国際定期便の再開が決定いたしました。

この路線は、平成13年４月の就航以来、本県と

韓国を結ぶ重要な国際線として、国際交流の促

進やインバウンドによる地域経済活性化等に大

きく貢献してきたところであります。

新型コロナの影響で、令和２年３月から長ら

く運休が続いておりましたが、今回、官民挙げ

ての働きかけが功を奏し、３年半ぶりの待望の

再開となりました。

本県の外国人延べ宿泊者数を国別に見てみる

と、コロナ禍前は全体の３割から４割を韓国が

占めるなど、ゴルフ客を中心に、多くの韓国の

お客様に本県を訪問していただいております。

このため、定期便再開により韓国からの本県へ

のインバウンドの増加が大きく期待されるとこ

ろであります。

そこで、このアシアナ航空の定期便再開を受
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けて、今後、韓国からのインバウンド誘客にど

のように取り組むのか、知事にお伺いいたしま

す。

本県にとりましてソウ○知事（河野俊嗣君）

ル線は、韓国との交流促進を図る上で、非常に

重要な基盤であります。

７月に濵砂議長や経済団体の皆様とアシアナ

航空本社を訪問し、同社の幹部と直接交渉を行

い、これは初めてのことでしたが、その場で定

期便再開を決定、そして発表いただいたところ

で、大変感激したところであります。これまで

御尽力いただきました関係の皆様に、心から感

謝を申し上げます。

本県では、国際定期便の運休が長く続いてお

り、外国人観光客の回復が伸び悩む中で、ソウ

ル線再開が今後のインバウンド回復の起爆剤に

なるものと大きく期待しておりまして、県とし

ても誘客対策を強化することとしております。

具体的には、韓国の若者、比較的富裕層を中

心に人気が高まっておりますサーフィンによる

誘客対策に新たに取り組み、夏場の需要の掘り

起こしを図ってまいります。

また、訪日外国人の旅行形態が個人旅行にシ

フトしておりますことから、現地での旅行博へ

の出展や、ＳＮＳをはじめ様々な広報媒体を活

用した情報発信等によりまして、本県が誇る自

然や食等の魅力について、幅広くプロモーショ

ンを展開し、個人観光客の誘客を強力に進めて

まいります。

本県には、師走祭りや埋蔵文化財の共同研究

など、歴史的・文化的なつながりもあります

し、プロ野球などのスポーツキャンプの受入れ

というようなつながりもあります。材工一体に

よる輸出に取り組む木材利用を通じたつながり

等もあります。

また、本県の方言である「てげ」とハングル

の「テゲ」が同じ意味を表すとか、いろんなつ

ながりがあるものです。

今後とも、アシアナ航空や現地旅行社と緊密

に連携し、韓国からの誘客拡大を図り、本県経

済の再生につなげてまいります。

念願でありましたソウル線の○日髙陽一議員

再開を契機として、これまで旅行を控えていた

県民が韓国を訪れる機会も増えてくることが予

想されます。

国際線を安定的に維持するためには、インバ

ウンドに比べて利用者の少ないアウトバウンド

の拡大を図ることが重要だと考えます。

そこで、ソウル線の再開を受け、今後、アウ

トバウンド対策にどのように取り組んでいくの

か、総合政策部長にお伺いいたします。

ソウル線の○総合政策部長（重黒木 清君）

安定的な維持を図るためには、インバウンド・

アウトバウンド双方において、バランスのよい

利用が重要であると認識しております。

このため県では、様々な媒体等を活用して県

民への利用を呼びかけるとともに、本年６月の

補正予算におきまして、パスポート取得の際の

支援対象を全県民に拡大したほか、グループ旅

行や修学旅行の際に人数に応じた支援を行って

おります。

また、アシアナ航空は、アメリカやヨーロッ

パなど世界にネットワークを有しており、ソウ

ルでの乗り継ぎによる利便性もアピールしてい

るところでございます。

本県にとりましてソウル線は、経済活性化や

韓国との交流拡大を図る上で重要な交通基盤で

ありますので、航空ネットワークの維持・充実

に向けて、引き続き積極的なアウトバウンド対

策に取り組んでまいります。
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再開を待ち望んでいた県民も○日髙陽一議員

多いと思いますので、今後も安定的に維持して

いくことができるよう、アウトバウンド対策に

しっかりと取り組んでいただきたいと思いま

す。よろしくお願いします。

次に、産業政策に関する質問を進めてまいり

ます。

先般、ローム株式会社より、ソーラーフロン

ティア旧国富工場の取得について、基本合意し

たとの発表がありました。

現時点では、投資額や雇用数など具体的な計

画は明らかにされていませんが、九州で半導体

企業の投資が活発化する中、次世代のパワー半

導体を量産されるとのことであり、その発表を

うれしく受け止めたところであります。

そこで、立地決定に至るまで、まだ整理すべ

き課題等はあると思いますが、今回、ローム株

式会社が本県で新たな半導体製造拠点の設立を

目指すことについて、知事の所感をお伺いいた

します。

半導体関連事業につき○知事（河野俊嗣君）

ましては、企業立地の重点産業分野の一つに今

年度から加えるなど、県としても戦略的にその

誘致を進めているところであります。

また、九州全体として、熊本のＴＳＭＣの立

地等を契機としまして、シリコンアイランドの

復活を目指していこうと九州各県が連携しなが

ら取り組んでいる状況の中で、電気自動車など

で急速に需要が拡大しておりますパワー半導体

の分野で世界シェアトップ10に入るローム株式

会社が、大規模な事業を本県で展開されること

は、大変ありがたく、心から感謝しているとこ

ろであります。

先般、私も中別府国富町長とともに、京都市

にありますロームの本社を訪問し、さきの発表

に対するお礼、さらには、しっかりと連携を深

めていきたいという方針をお伝えするととも

に、ローム社の経営戦略や本県での操業計画を

お聞きしてまいりました。

投資や雇用の具体的な計画については、現

在、調整中ということでありましたが、ローム

の製品に対する需要というものは極めて堅調で

ある、需要は底堅いものがあるということ、さ

らに今回の本県への進出は、今後、ローム社が

世界シェアトップを目指す上での主力生産拠点

として位置づけられるということでありまし

て、本県経済の発展にも大きく貢献いただける

ものと期待しているところであります。

県としましては、ローム社が計画どおり来年

末に稼働できるよう、引き続き、地元国富町と

連携しながら、しっかりと支援してまいりま

す。

本県経済にも大きなインパク○日髙陽一議員

トをもたらす立地案件になると思いますので、

まずはスムーズに工場を取得できるよう、地元

国富町と連携して、できる限りの御支援をお願

いいたします。

一方で、人材確保、従業員確保は大丈夫かと

いう心配が出てくるわけでありますが、これは

熊本県で工場建設が急ピッチで進んでいるＴＳ

ＭＣにおいても、同様の課題があるようであり

ます。

そこで、人材確保についてどのように対応す

るのか、商工観光労働部長にお伺いいたしま

す。

今回の○商工観光労働部長（丸山裕太郎君）

ローム社の進出は、これまでにない大型の立地

案件であり、若者の県内就職への転換、専門人

材の県外からの呼び込みなど、新たな産業人材

の育成・確保につながる大きなチャンスと捉え
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ております。

このため、県といたしましては、速やかに庁

内や関係市町との連携体制を整え、新規学卒者

やＵＩＪターン希望者に向けた案内など、円滑

な立地操業に向け、積極的に支援協力を行って

まいります。

また、半導体産業の人材育成については、産

学官が連携し、九州全体が一体となって動き出

しており、本県としても、工学系の地域枠や半

導体に特化したプログラムを創設される宮崎大

学等と連携し、専門人材の育成に向けて、ス

ピード感を持って取り組んでまいります。

続いて、事業承継の実態につ○日髙陽一議員

いて伺います。

団塊世代の経営者が引退する時期を迎える

中、事業承継が円滑に進まなければ、地域経済

を支える中小企業等の廃業により雇用や技術が

失われるため、事業承継対策は喫緊の課題であ

ります。

新聞報道でありましたが、県事業承継・引継

ぎ支援センターが県内全市町村の中小企業者を

対象とした「事業承継に関するアンケート調

査」に取り組んでおり、今後の事業計画につい

て約１割が「廃業を検討」と回答しており、そ

の理由は「後継者がいない」が約７割であった

とのことです。

こうしたことから、廃業を検討している事業

者に、支援センターや県、市町村、商工団体な

どが連携して、タイミングよく事業承継支援を

行っていくことが、次の世代に地域経済を支え

る基盤や雇用の場を引き継いでいく取組とし

て、ますます重要となっていると考えておりま

す。

そこで、宮崎県事業承継・引継ぎ支援セン

ターの今年度の取組実績と県の支援策につい

て、商工観光労働部長にお伺いいたします。

宮崎県○商工観光労働部長（丸山裕太郎君）

事業承継・引継ぎ支援センターは、平成27年度

に国が宮崎商工会議所に設置しておりますが、

事業承継の新規相談、成約ともに年々増加傾向

にあり、今年の４月から７月の新規相談件数

は167件、成約件数は24件となっております。

また、御指摘のとおり、事業承継は、地域の

雇用や生活基盤を次世代へつなぐ喫緊の課題で

ありますことから、県といたしましても、これ

までの第三者承継の費用負担軽減を図る市町村

事業への間接補助に加え、今年度から新たに、

後継者育成や後継者が行う新事業展開への直接

補助を実施しております。

今後とも、市町村や商工団体と十分に意見交

換を行いながら、支援策の充実を図ってまいり

ます。

続いて、本県産業のデジタル○日髙陽一議員

化について伺います。

デジタルといえば、最近ではチャットＧＰＴ

など、生成ＡＩに関する話題を毎日のように見

かけるようになり、我々議会においても、タブ

レット端末による情報共有や資料配付などが進

んでおります。

このような社会のデジタル化に取り残されな

いために、また、人口減少社会における人手不

足などの地域課題を解決していくためにも、本

県産業のデジタル化を進めていかなければなり

ません。

本県においても、しっかりとＤＸを進めてい

る事業者がいる一方で、中小・小規模事業者に

おいては、どのようにデジタル化を進めていけ

ばいいのか分からず、ペーパーレス化のような

デジタル化の一歩目もなかなか進んでいない

ケースが多いのではないかと思います。
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このような中小・小規模事業者を含む県内事

業者のデジタル化を支援するための相談窓口と

して、県では、６月30日に産業ＤＸサポートセ

ンターを開設したと伺っております。

本県産業のデジタル化を力強く後押しする取

組として大いに期待しているところであります

が、これまでにどのような相談が寄せられてい

るのか、相談件数などの実績や相談対応の状況

について、総合政策部長にお伺いいたします。

産業ＤＸサ○総合政策部長（重黒木 清君）

ポートセンターは、県内事業者のＤＸを一歩目

からトータルサポートすることを目的に設置し

たものであり、８月末現在で78事業者から延

べ132件の相談を受け付けております。

相談内容は、製造業や小売業、建設業など

様々な業種から、ＤＸの始め方や技術的な内

容、補助金の問合せなどの相談が寄せられてお

ります。

相談に対しましては、必要な回答を速やかに

行うほか、相談者の現行業務の課題整理や分析

といった継続した支援が必要な場合は、県内の

ＩＴ企業と連携してサポートを行うなど、必要

な対応をワンストップで行っております。

このような中で、これまでの相談者からは、

「ＤＸに関する公的な相談窓口の存在はありが

たい」など、評価する声をいただいているとこ

ろであります。

開設から２か月で、既に78事○日髙陽一議員

業者から問合せがあるということで、関心の高

さがうかがえます。これからも丁寧に、それぞ

れの事業者の悩みに寄り添った相談対応をよろ

しくお願いします。

さて、産業ＤＸサポートセンターによる支援

がスタートしたことで、産業のデジタル化が加

速していくものと期待しておりますが、それぞ

れの事業者が抱えている課題や、求めるデジタ

ル化のレベル感は、それぞれ異なると思いま

す。

まずは、社内の意識啓発や担当者の育成など

の段階から支援が必要なケースもあれば、既に

具体的なシステム等の導入に向けた支援が必要

なケースもあるのではないかと思います。

そこで、県内産業のデジタル化に向けて、ど

のように取り組んでいくのか、総合政策部長に

お伺いいたします。

県内産業の○総合政策部長（重黒木 清君）

デジタル化を進めるためには、事業者の啓発・

理解促進、人材育成、デジタル技術等の導入と

いった、段階に応じた支援が必要であります。

このため、まず啓発・理解促進としまして、

様々な先進事例等を紹介する「ＤＸセミナー」

を年６回実施しております。

次に、人材育成としまして、実践的な連続講

座の「ＤＸ塾」のほか、経営層や一般従業員な

ど、それぞれに必要なデジタル技術を学ぶリス

キリング研修を実施しております。

最後に、デジタル技術等の導入支援としまし

て、ペーパーレス化のようなデジタル化の一歩

目や、ＡＩ等の高度な技術を活用した需要予測

システムなど、事業者のレベルに合わせた補助

事業を実施しております。

産業ＤＸサポートセンターとこれらの支援メ

ニューを組み合わせることで、県内産業のデジ

タル化をしっかりと後押ししてまいります。

どうぞよろしくお願いいたし○日髙陽一議員

ます。

次に、交通政策に関する質問を進めてまいり

ます。

まず、ローカル鉄道の再構築について伺いま

す。
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人口減少や新型コロナウイルスの影響によ

り、公共交通機関の利用者数は大きく減少した

ところであり、中でも大きな赤字が生じている

ローカル鉄道について、国は有識者検討会を立

ち上げるなど、昨年来、その在り方を検討して

きました。

また、国は必要な法改正等を行い、先日、再

構築を進める上での基本方針を公表しました

が、これによりますと、再構築の対象は、輸送

密度4,000人未満の線区か否かを目安とした上

で、当面、拠点都市間を特急列車が結ぶ線区な

どは対象外とし、特に利用者の少ない1,000人未

満の線区から優先し、対応するとのことです。

この方針に基づけば、本県では、ＪＲ吉都線

及び日南線「油津－志布志間」等が、再構築の

優先対象になるものと見込まれますが、ローカ

ル鉄道の再構築に関する国の動きを受けて、県

として今後どのように対応していくのか、知事

にお伺いいたします。

県におきましては、こ○知事（河野俊嗣君）

れまで、沿線自治体と連携し、鉄道の利用促進

や路線の維持に向けた要望活動に取り組むとと

もに、特に利用者数が少なく、これまでも度々

災害に見舞われてまいりましたＪＲ日南線「油

津－志布志間」につきましては、被災した際に

復旧が難しい場合なども想定し、他県の事例を

研究するなど、将来を見据えた取組も進めてき

ているところであります。

このような中、今回のローカル鉄道の再構築

は、利便性と持続可能性の高い地域公共交通を

維持するため、「廃止ありき」「存続ありき」

といった前提を置かず、国が主体となって、鉄

道の在り方について関係者間の協議を促すもの

でありまして、人口減少等が進む中、一定の評

価をしているところであります。

一方、ＪＲ吉都線や日南線は、県民の日常生

活や観光面において大きな役割を果たしており

ます。長年親しまれた交通機関でもありますの

で、県としましては、沿線自治体やＪＲ九州の

考えを十分伺いながら、必要な対応を行ってま

いります。

この吉都線と日南線は、いず○日髙陽一議員

れも住民の日常生活になくてはならない重要な

移動手段であります。先ほど知事がおっしゃっ

たように、沿線自治体やＪＲ九州とも十分に意

思疎通を図っていただき、慎重に対応していた

だくようお願いいたします。

また、２月のＷＢＣ侍ジャパンの合宿で、日

南線を利用した県外のお客様からは、交通系の

ＩＣカードが使えず、大変不便を感じたという

声も伺っております。路線維持に加えて、利用

者の利便性向上への対応も、引き続きよろしく

お願いいたします。

続いて、バスを中心とした地域公共交通計画

について伺います。

鉄道と同様、バスは地域住民にとって重要な

移動手段であり、このうち、複数の市町村をま

たぐ地域間幹線バスについては、県、市町村、

バス事業者において、運行形態の見直しに向け

た議論が重ねられています。

また、県においては、昨年度から宮崎県地域

公共交通計画の策定に取り組まれており、６月

議会では、常任委員会において、計画の骨子等

について報告があったところでありますが、先

ほど申し上げたとおり、バスは住民にとって重

要な移動手段であり、特に地域間幹線バスは、

本県交通網の骨格をなすものであります。

そこで、地域公共交通計画の策定について、

今後どのように進めていくのか、総合政策部長

にお伺いいたします。
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宮崎県地域○総合政策部長（重黒木 清君）

公共交通計画につきましては、本年６月末に開

催した、行政、事業者、利用者代表等から成る

地域公共交通協議会におきまして、計画の骨子

を審議するなど、順次、策定作業を進めている

ところであります。

計画の中では、「人口減少等に伴う利用者数

の減少」をはじめ、「高齢化の進展に対応した

移動環境の整備」「移動実態・ニーズを的確に

捉えた地域公共交通サービスの提供」「運転士

不足、交通事業者・行政負担の増加への対応」

の４点を課題として整理して、現在、解決に向

けた施策や取組について検討を行っているとこ

ろでございます。

また、昨年来、取り組んでおります地域間幹

線バスの見直しにつきましても、改めて市町村

やバス事業者と方向性を協議しているところで

あり、今後、これらの内容を取りまとめ、パブ

リックコメントを実施した上で、年度内の策定

を目指してまいります。

人口減少やライフスタイルの○日髙陽一議員

変化が進む中、どのように移動手段を確保して

いくか、非常に難しい問題でありますけれど

も、しっかりと対応をよろしくお願いいたしま

す。

続いて、長距離カーフェリーについてお伺い

いたします。

宮崎カーフェリーにおきましては、コロナ禍

において厳しい経営状況が続いておりました

が、令和４年度の決算では、新船効果や行動制

限の緩和により、貨物・旅客の回復などもあ

り、３期ぶりの黒字決算を計上したとお聞きい

たしました。

このような中、トラックドライバーの時間外

労働時間が制限される、いわゆる「物流の2024

年問題」によって、海上輸送へのモーダルシフ

トが注目されており、本県と関西を結ぶ長距離

フェリー航路は、その受皿になることが期待さ

れております。

そこで、「物流の2024年問題」もある中、宮

崎カーフェリーは今後どのような方向性で取り

組んでいくつもりなのか、総合政策部長にお伺

いいたします。

宮崎カー○総合政策部長（重黒木 清君）

フェリーでは、「物流の2024年問題」を海上輸

送への転換期と捉え、「2024年問題への対応と

新規顧客の開拓」を貨物営業の戦略に掲げ、乗

船実績が少ない地域への営業活動を積極的に展

開し、新規顧客の獲得を進めております。

また、県としましても、本年６月の補正予算

におきまして、トラック事業者が長距離フェ

リーを利用する際の高速道路利用料の助成のほ

か、陸送から本県航路に転換した際に助成を行

うなど、モーダルシフトを推進するための施策

を展開しております。

「物流の2024年問題」は、現在のトラックに

よる陸上中心の輸送体系が海上輸送へシフトす

る契機になると考えておりますので、今後とも

宮崎カーフェリーとの連携を図りながら、モー

ダルシフトを推進してまいります。

次に、農業政策に関する質問○日髙陽一議員

を進めてまいります。

まず、Ｇ７宮崎農業大臣会合を契機とした取

組について伺います。

４月に開催されたＧ７宮崎農業大臣会合で

は、ロシアのウクライナ侵攻に端を発し、世界

的な課題となった食料安全保障の強化に向け、

Ｇ７各国による議論が交わされました。

本会合での議論の結果、今後の農業・食料政

策の方向性として、自国の生産資源を持続可能
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な形で活用すること、農業の生産性向上と持続

可能性の両立、あらゆる形のイノベーションに

より農業の持続可能性を向上させることについ

て、共通認識が得られ、これらを進めていくた

めに、「宮崎アクション」が採択されました。

全国有数の食料供給基地、また会合の開催県

として、本県が「宮崎アクション」の実践に積

極的に取り組むべきだと思いますし、知事も、

農業の持続性向上に向け、全国のモデルとなる

よう取り組んでいく旨を発言されております。

本県の農業をさらに成長・発展させていくた

めには、生産性を向上させながら、持続性の向

上にも取り組んでいくことが大変重要だと考え

ます。

そこで、Ｇ７宮崎農業大臣会合を契機とし

て、本県農業の成長に向け、どのような取組を

進めているのか、知事にお伺いいたします。

世界的に食料安全保障○知事（河野俊嗣君）

が大きく課題になる中で、全国を代表する農業

県、本県でこのような農業大臣会合が開催され

たことは、改めて意義深いものがあると考えて

おりますし、その成果を将来につないでいく必

要があると考えております。

本県農業が今後とも成長していくためには、

生産性の向上はもとより、持続性の向上にも積

極的に取り組んでいく必要があると考えており

ます。

このため、既存の農業技術に加えまして、

「宮崎アクション」にも掲げられたように、新

たな発想や革新的な技術を取り込み、新しい価

値を生み出す、いわゆるイノベーションの創出

に向けて、全国に先駆けて取り組んでいるとこ

ろであります。

具体的には、この農業大臣会合を契機としま

して、民間企業等と複数の連携協定を締結を

し、企業等が有するアイデアや技術により、化

学肥料から有機肥料への転換や、家畜排せつ物

のさらなる有効活用など、新しい取組を進めて

いるところであります。

また、今月、生産者や県内外の企業が参画す

るプラットフォームを設立いたしました。この

プラットフォームをベースとしまして、多様な

事業者の連携を促すことで、農業におけるイノ

ベーションをさらに加速してまいります。

これらを通じて、より生産力が高く、持続可

能なみやざき農業の実現に向けて、しっかりと

取り組んでまいります。

本県がこれからも全国有数の○日髙陽一議員

食料供給基地として発展し続けるよう、しっか

りと取り組んでいただきますよう、よろしくお

願いいたします。

続いて、農業における人材確保について伺い

ます。

食料安全保障の議論が進展する中、本県の基

幹産業である農業を今後維持していくために

は、人材の確保が何よりも大切です。

本県農業は、経営規模の拡大が進む一方で、

人手不足の中、雇用者の確保に大変苦労してお

ります。特に外国人材は、近年、日本で働くメ

リットが低下し、現地での募集自体が難しく

なっているという話を聞いております。

また、現在、国において技能実習制度等の見

直しに向けた検討が進められており、人材確保

を目的とした新たな制度の創設などについて、

近く方向性が示される予定となっております。

このように課題や状況が変化する中、７月上

旬に知事はベトナムを訪問しましたが、農業人

材の確保に向けた訪問の成果について、知事に

お伺いいたします。

私自身、今回、初めて○知事（河野俊嗣君）
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ベトナムを訪問しまして、県と連携合意を締結

しておりますナムディン省や、ベトナム国立農

業大学の方々と交流することができ、大変有意

義な機会となりました。

ナムディン省では、コロナ禍で十分な交流が

できない状況が続いておりましたが、その交流

を再開させるべく、ナムディン省の知事や人民

評議会議長と意見交換を行い、早速、先週、ナ

ムディン省の議長や副知事など関係者が来県し

て、農業高校や法人等を視察されたところであ

ります。

また、ベトナム国立農業大学では、昨年、連

携協定を締結し、ラン学長と再会して意見交換

をするとともに、今年末から本県での実習を予

定し、今現在、来日に向けて準備を進めており

ます宮崎クラスの13名の学生、またその他の学

生や学校関係者に対し、私自ら、本県の農業、

そして本県の魅力について講義を行ったところ

であります。

一方で、現地では、円安の影響や賃金面か

ら、日本ではなく、台湾や韓国を選ぶ若者が増

えていると伺いました。黙っていてもそういっ

た人材が確保できるというようなことではな

く、緊張感を持って取組を進めていく必要があ

ると考えたところでありまして、今後は、県内

の受入れ環境をさらに整えるとともに、様々な

交流の中で、温暖な気候や生活のしやすさ、食

や観光など、宮崎の魅力をしっかりとアピール

して、選ばれる宮崎となるよう取り組んでまい

ります。

今年は、日本とベトナムの外○日髙陽一議員

交関係樹立50周年という歴史的な節目でありま

して、このタイミングを逃さず知事が訪問され

たことは、本県の積極性を示す、いい機会で

あったと思います。

今後、国内外での人材確保の競争は激しく

なっていくと思われますが、人と人との信頼関

係を築きながら、着実に確保につなげるよう、

今後の取組をよろしくお願いいたします。

続いて、試験場の試験研究についてお伺いい

たします。

本県には、農業、畜産、水産において、それ

ぞれ試験場が整備されており、これまで、農畜

水産業のスマート化や新奇病害虫などの危機事

象に対応した技術開発、そして加工用米等の需

要ニーズに対応した新品種育成など、多くの研

究成果を上げられ、本県の農畜水産業の発展に

貢献されてきました。

引き続き本県の農畜水産業が発展するには、

試験場が果たす役割が非常に大きいものと考え

ており、地域が抱える課題の解決、他県の産地

に負けない技術等の開発を進め、これらを速や

かに生産現場に定着させていくことが重要だと

思っております。

そこで、農政水産部が所管する試験場の研究

方針と、総合農業試験場の本年度の取組につい

て、農政水産部長にお伺いいたします。

まず、試験場○農政水産部長（久保昌広君）

の研究方針につきましては、新時代の扉を開く

技術開発拠点として、また、広く県民に親しま

れる開かれた試験場として、高度な革新的技術

で、生産現場の期待に応える研究開発を目指し

ております。

次に、総合農業試験場の本年度の取組としま

しては、施設キュウリにおいて、生産性の高い

養液栽培のコスト低減を図る技術の確立や、お

茶の機能性成分に着目した付加価値を高める製

茶技術の開発、さらに、暑さに強く、日もちの

よいスイートピーの新品種育成等を行っており

ます。
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また、今年度から、研究成果の迅速な普及に

向け、研究員が直接現地に出向き、普及指導員

と連携した現地指導を実施するなど、生産現場

に寄り添った活動を新たに開始したところで

す。

総合農業試験場が本年度か○日髙陽一議員

ら、研究成果を迅速に普及させるため、新たな

活動を開始されたとのことですが、この取組に

よって、生産現場と試験場の連携強化が一層進

みまして、本県農業の強みになっていくことを

期待しておりますので、どうぞよろしくお願い

いたします。

続いて、耕種農業の産出額について伺いま

す。

本県農業の産出額は3,478億円で、全国４位を

誇りますが、米・野菜・果樹生産など、いわゆ

る耕種部門については、平成６年の1,865億円を

ピークに、直近の令和３年には1,139億円と、

ピーク時の61％まで減少しております。

このため県では、第八次宮崎県農業・農村振

興長期計画において、目標年の令和７年には、

基準となる平成30年の産出額から100億円アップ

させる目標を掲げており、さらに令和４年度か

らは、目標の達成に向けて、県内関係者が一体

となって取り組む機運を醸成するため、取組内

容である施設園芸の収量向上の「Ｓ」、水稲経

営の規模拡大の「Ｓ」、露地園芸の作付拡大の

「Ｒ」の頭文字から銘打った「ＳＳＲ運動」を

展開されております。

近年、燃油・資材の高騰や台風等の自然災害

による被害など、耕種農業を取り巻く環境が大

変厳しい中、ＳＳＲ運動の取組を具現化しなが

ら、この状況に負けない力強い農業経営体や産

地の育成を図り、農家所得を向上させていく必

要があると考えております。

そこで、耕種農業の産出額アップに向けた取

組について、農政水産部長にお伺いいたしま

す。

御質問のとお○農政水産部長（久保昌広君）

り、県では、耕種農業の産出額アップに向け、

「ＳＳＲ運動」を令和４年度から展開しており

ます。

具体的には、施設園芸では、デジタル化によ

る収量向上を図るため、ハウス内の環境データ

を集約し活用する、共有基盤の整備に取り組ん

でおります。

また、水稲経営では、農地の集約や区画拡大

等により、経営面積30ヘクタール以上の経営体

数が増加しております。

さらに、露地園芸では、加工・業務用野菜に

おける作業の機械化・分業化を支援し、機械作

業の受委託を前提とした契約取引の拡大を進め

ているところです。

今後とも、生産性の向上につながる取組を着

実に推進しながら、耕種農業の産出額アップに

取り組んでまいります。

続いて、お米の価格について○日髙陽一議員

伺います。

近年の米価は、国内の人口減少に加え、食卓

で米離れや、コロナ禍で外食向けの需要減少、

ブランド米をはじめとする価格競争の激化の影

響などにより、低迷が続いています。

国の報告によりますと、玄米60キログラムの

米価は、特にコロナ禍前後では、約12％低下し

ております。

さらに、最近の食料品の消費者物価は上昇傾

向にありますが、国内自給率の高い米価は値が

上がりにくく、稲作農家の経営はますます厳し

い状況にあります。

そこで、米価低迷に対する県の取組につい
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て、農政水産部長にお伺いいたします。

御質問のとお○農政水産部長（久保昌広君）

り、米価の長引く低迷は、稲作農家の経営に大

きな影響を与えております。

米価は、全国的な需給バランス等で決定され

ますので、県では、国や市町村等と連携し、適

正な生産量の達成に向けた取組を進めておりま

す。

また、県独自の取組として、県内でのスポー

ツイベントや、高校の部活動等への新米の提供

によるＰＲ活動、学校給食における利用促進、

さらには、今後需要の増加が見込まれる外食産

業等との契約販売の拡大を推進しているところ

です。

今後とも、米の需給動向を注視しながら、需

要に応じた米の生産を図るとともに、県産米の

販売強化に取り組んでまいります。

食料自給率向上に貢献する米○日髙陽一議員

の価格低迷は、生産現場から食卓、外食産業ま

で大きく影響する重大な問題であります。需給

動向を注視しまして、引き続き対策をよろしく

お願いいたします。

続いて、生産資材の価格高騰対策について伺

います。

コロナ禍による世界的な物流の混乱や、ウク

ライナをめぐる情勢、円安の大幅な進行等の影

響により、重油などの燃料や、ビニールやマル

チなどの被覆資材、原料の海外依存度が高い化

学肥料等の価格が高騰し続けているため、県内

農業者の経営に大きな影響を及ぼしています。

現在、これらの農業生産資材費の上昇分を販

売価格に転嫁する制度や仕組みが必要との声が

聞かれるところでありますが、まだこれらの制

度が整備されていない状況を考えますと、農業

経営にダメージを受けている農業者に対し、直

接、負担軽減が図られる支援を届けることが重

要だと考えております。

そこで、燃料や資材、肥料の価格高騰に対し

て、県ではどのような支援に取り組んでいるの

か、農政水産部長にお伺いいたします。

農業における○農政水産部長（久保昌広君）

価格高騰対策につきましては、昨年度に引き続

き、今年度も６月補正予算において必要な対策

を措置したところです。

燃料については、国のセーフティネット構築

事業に参加する農家の積立金相当額の一部を支

援するとともに、ビニール等の資材について

は、価格上昇分の２分の１程度を支援しており

ます。

また、肥料については、国が行う価格上昇分

の７割を支援する事業に、15％の上乗せ補助を

実施しています。

現在、農業者等からの申請受付や交付決定な

ど、早期実施に取り組んでおり、今後も、価格

高騰の状況や国の動向も注視しながら、農業者

の負担軽減につながる支援を行ってまいりま

す。

続いて、肉用牛繁殖農家への○日髙陽一議員

支援についてお伺いします。

最近の子牛価格の相場は昨年よりも大幅に低

下して推移しており、また、配合飼料をはじめ

生産資材価格の高止まりが続く中、肉用牛繁殖

農家を取り巻く環境は一層厳しさを増し、農家

からは、この状況が続けば経営を継続できない

との声も聞きます。

このような状況を踏まえ、肉用牛繁殖農家に

対しては、国は今年の１月から、和子牛生産者

臨時経営支援事業により、地域ブロック別での

四半期における平均子牛価格が60万円を下回っ

たとき、その差額の４分の３を補塡していま
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す。

このような中、国は、今の厳しい農家の窮状

を救済するために、地域ブロック別の平均子牛

価格が、従来から実施されている肉用子牛生産

者補給金制度の保証基準価格を下回り、さらに

全国平均を下回った場合にも、追加して補塡す

る支援を８月に発表したところであります。

私は、県内の肉用牛繁殖農家の大変厳しい経

営環境の状況を考えると、この国の支援事業の

拡大は、農家の不安解消につながるいい施策だ

と思います。

知事は、国の生産者支援策をどう評価して、

また県として今後どのような施策に取り組んで

いくのかお伺いいたします。

最近の子牛価格の低迷○知事（河野俊嗣君）

は、本県肉用牛の生産基盤の弱体化を招きかね

ないと、大変危惧しているところであります。

私も年が明けてから県内全ての家畜市場を回

りましたが、足元の厳しい状況を訴える声、ま

た今後の経営に対する不安の声、様々な声を

伺っております。

このような中、国では、御指摘がありました

ような、従来からの肉用子牛生産者補給金制度

に加えまして、今年１月から和子牛生産者臨時

経営支援事業を措置し、８月には、子牛価格の

さらなる下落を踏まえ、地域ブロック別の平均

価格が全国平均を下回った場合にも、補助金を

上乗せすることが発表されたところでありま

す。

迅速な対応に感謝するとともに、この支援拡

充は、農家の不安にしっかりと応えていただく

もので、本県としても、とてもありがたく、高

く評価しているところであります。

県としましても、今議会におきまして、国の

和子牛生産者臨時経営支援事業に合わせた県独

自の上乗せ補助や、高齢母牛更新の支援事業を

お願いしているところであります。

今後とも、国・県・市町村・関係団体が一丸

となって、農家の声を伺いながら、本県肉用牛

の生産基盤の維持・強化に努めてまいります。

続いて、豚熱対策について伺○日髙陽一議員

います。

先月８月30日に、佐賀県の養豚農場において

家畜伝染病である豚熱が発生し、翌日にも１万

頭規模の大規模農場で豚熱の発生が確認されま

した。

平成30年９月に、岐阜県において国内では26

年ぶりに発生し、それ以降、本州と沖縄の養豚

農場において継続的に発生していましたが、平

成30年以降、九州初となる発生が佐賀県で確認

されたところです。

この豚熱は、県内養豚農場において発生した

場合、本県は全国でも有数の養豚地帯であるこ

とから、畜産だけでなく、地域経済にも甚大な

影響を与えることが予想されます。

今回、佐賀県の農場で豚熱が続発し、九州に

おいて発生リスクが高まっている状況にあるこ

とから、９月５日に本県を含む九州７県がワク

チン接種推奨地域に設定されました。

そこで、佐賀県での豚熱の発生を受けて、本

県における養豚農場での豚熱対策について、知

事にお伺いいたします。

先月末、佐賀県におい○知事（河野俊嗣君）

て豚熱が確認される事態に至ったことを受けま

して、過去、口蹄疫も経験し、そして豚の飼育

頭数が全国第２位である本県では、養豚農家の

みならず、関係者にも非常に危機感が高まって

いるところであります。

このため県では、直ちに養豚農家や関係者を

参集して緊急防疫会議を開催し、改めて飼養衛
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生管理基準の遵守の徹底や早期通報等の指導を

行ったところであります。

また、早期のワクチン接種体制構築のため、

ワクチン接種を担う登録飼養衛生管理者を養成

する研修会を、９月から実施しているところで

あります。

今般、国が本県を含む九州７県をワクチン接

種推奨地域に設定したことを踏まえ、接種体制

の構築や資材の準備等を早急に行い、九州各県

とも連携しながら、接種開始の時期を可能な限

り前倒しし、今月中のワクチン接種のスタート

を目指しているところであります。

さらに、野生イノシシでの感染状況調査も対

象頭数を増やして行うなど、最大限の緊張感を

持って、防疫体制の強化にしっかり取り組んで

まいります。

豚熱侵入防止に向けて、引き○日髙陽一議員

続き高いレベルでの防疫対策に、関係機関と連

携しながら、しっかりと取り組んでいただきま

すよう、よろしくお願いいたします。

続いて、地域計画について伺います。

昨年度、農業経営基盤強化促進法等が一部改

正となり、地域の協議により、将来の農地利用

の姿を明確化する地域計画を、市町村が令和６

年度までに策定することとなり、現在、県内各

地域でも、策定に向けた取組が始まっておりま

す。

農家の高齢化や担い手不足等の深刻な問題が

ある中で、地域計画は、意欲のある担い手への

農地集積・集約化などにより農地利用の最適化

を進め、10年後の地域農業の在り方を示す大変

重要な計画であり、それぞれの地域で十分議論

されることが必要であります。

このように地域農業の将来を築く上で大変重

要となる地域計画の策定に当たっては、市町村

任せにすることなく、県もしっかりと後押しし

ていくことが大切であります。

市町村が地域計画を作成するに当たり、県と

してどのように支援していくのか、農政水産部

長にお伺いいたします。

地域計画につ○農政水産部長（久保昌広君）

きましては、市町村が主体となって、それぞれ

の地域の農業者や関係機関と連携しながら、令

和６年度までの策定に向けて取組が進められて

おります。

県では、昨年12月に策定に向けた実施方針を

定め、地域での推進体制の在り方や計画策定の

手順等を示すとともに、本庁及び西臼杵支庁、

各農林振興局に支援チームを設置するなど、各

市町村の取組を支援してきたところです。

これらの取組に加えて、現在、県内17市町

村20地域で先行モデルの構築を関係機関と連携

しながら進めております。このモデル構築で蓄

積したノウハウも生かしながら、地域の実情に

応じた将来の農業の在り方をしっかりと描いて

いけるよう、引き続き市町村を支援してまいり

ます。

地域計画は策定するだけにと○日髙陽一議員

どまらず、その後の実現に向けた取組が非常に

重要になってくると思います。

実現するためには、農地集約・集積に向け

て、農地を大きくしたい、道路を広くしたいと

いった圃場整備の話など、様々な課題が浮き彫

りになってくると思います。

圃場整備については、私も地区の農家の方か

ら、いろいろな相談を受けております。農家の

仲間は皆、地域農業に危機感を抱いておりま

す。

今後、農業の担い手が高齢化・減少していく

中で、少ない人数でも産地の生産力を維持・強
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化していくためには、大型機械などによる効率

的な農業に転換していく必要があり、これらの

導入を実現する圃場整備は、必要不可欠な事業

だと考えております。

そこで、地域計画を実現するための圃場整備

について、県はどのように取り組んでいくの

か、農政水産部長にお伺いいたします。

地域計画を実○農政水産部長（久保昌広君）

現するためには、担い手への農地の集積や集約

を加速化させる圃場整備などの基盤整備は、大

変重要な取組であります。

圃場整備には、農道拡幅や用排水路整備、換

地による農地集約、さらには畦畔除去による区

画拡大等、様々な手法があり、それぞれの地域

計画に応じて事業を実施する必要があります。

県では今年度、農政水産部内に、地域計画の

策定から実現までを一体的に推進するために、

新たに農村振興局を設置したところですが、こ

の農村振興局が中心となって、市町村や土地改

良区等の関係機関と連携しながら、地域ビジョ

ンに沿った事業計画を提案するなど、地域計画

の実現に向けた圃場整備の推進に積極的に取り

組んでいるところです。

続いて、農業用ため池につい○日髙陽一議員

て伺います。

近年、全国的に線状降水帯や台風などによる

豪雨等で、多くの農業用ため池が被災し、甚大

な被害が発生しております。

７月、ＮＨＫのニュースウォッチ９におい

て、「西日本豪雨から５年 農業用ため池決壊

のリスク」と題し、ため池の決壊とその危険性

が報道されました。

この中で、全国のため池はおよそ５万5,000か

所、その多くが江戸時代以前に造られ、老朽化

が進んでいるものの、劣化などの調査は全体の

半数、約２万7,000か所しか行われておらず、予

算確保やマンパワー不足などから、対策が遅れ

ているとの印象を受けました。

また、ハード対策に時間がかかる現状で、決

壊したとしても、命を守るための対策も重要と

の専門家の意見もありました。

本県のため池は、周辺が都市化や混住化が進

んでいるところも多く存在しています。決して

人ごとではなく、身近に潜む危険ではないかと

思われます。

そこで、県内における農業用ため池の防災対

策の進捗状況について、農政水産部長にお伺い

いたします。

本県では、655○農政水産部長（久保昌広君）

か所の農業用ため池のうち、422か所を「ため池

特措法」に基づき、防災重点農業用ため池に指

定し、決壊した場合の影響度や危険性などを考

慮して、51か所の対策工事を優先的に進めてい

るところであります。

一方で、未着手のため池については、劣化に

よる安全性を検証するための調査を進めてお

り、現在７割に着手し、令和７年度末には調査

完了の見込みです。

今後、対象工事に順次着手する予定ですが、

完了には期間を要することから、災害時の備え

として、令和６年度までに全ての防災重点農業

用ため池でハザードマップを作成するなど、引

き続き関係市町と連携して、ハード・ソフトの

両面から、ため池の防災対策に取り組んでまい

ります。

よろしくお願いいたします。○日髙陽一議員

次に、教育政策に関する質問を進めてまいり

ます。

７月末に全国学力・学習状況調査の結果が公

表されました。ここ数年、本県の子供たちの学
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力は「全国平均を下回った」と報道されること

があります。

正答率などで表される学力はもちろん大事で

すが、それよりも、今の子供たちが生きる未来

は予測困難な時代と言われ、そのような時代を

生き抜くためには、物事に対する意欲やコミュ

ニケーション力、人を思いやる心などの非認知

能力を子供たちに身につけさせていくことが、

これからは大変重要になってくるのではないか

と考えております。

子供たち自身が「やってみよう」「みんなで

話し合って考えてみよう」と、課題解決に向け

て意欲的に取り組んだり、友達と協力し合って

学んだりするなど、いわゆる「学びに向かう

力」の育成が必要であり、そこに着目していく

ことが、結果的に正答率等で表される学力につ

ながっていくのではないかと考えております。

そこで、全国学力・学習状況調査の結果か

ら、「学びに向かう力」を育成することが大切

だと考えますが、教育長の見解をお伺いいたし

ます。

本年度の調査結果○教育長（黒木淳一郎君）

から、自ら課題の解決に取り組んだり、他者と

学び合ったりする児童生徒ほど、教科の正答率

も高く、議員の御指摘にもありましたとおり、

子供たちの「学びに向かう力」の育成が重要で

あると捉えております。

県教育委員会といたしましては、今年度より

「ひなたの学び」として、問いを持つこと、仲

間と学び合うこと、深く考えることを、目指す

子供の学びの姿と整理し、授業改善等に取り組

んでいるところであります。

今後も、市町村教育委員会をはじめ、学校や

家庭、地域等が一体となって、幼稚園から高

校、特別支援学校までの全ての学びの場におい

て、「学びに向かう力」の育成を推進してまい

ります。

ぜひ、子供たちの「学びに向○日髙陽一議員

かう力」の育成について、一層の推進をよろし

くお願いいたします。

続いて、教育の情報化の取組についてであり

ます。

文部科学省が令和元年12月にＧＩＧＡスクー

ル構想を打ち出し、本県では１人１台端末環境

での学習が、小中学校段階では令和３年度か

ら、高校でも令和４年の入学生からスタートし

ております。

私も学校に視察に参りましたが、１人１台端

末を使って生き生きと授業を受けている多くの

子供たちの姿を見ることができ、また、熱心に

授業を行っている先生方の話を伺い、ＩＣＴの

活用が進んでいる状況を確認する機会がありま

した。

一方で、ＩＣＴの活用については、地域や学

校の取組状況に違いが見られ、授業を行うに当

たって、先生たちがＩＣＴの活用方法に戸惑っ

てしまったりするなど、課題も見えてきている

のではないかと思います。

今後ますます進展していく情報社会を生き抜

く子供たちを育成していくためには、先生方の

ＩＣＴを活用した指導力の向上が非常に重要に

なると考えます。

本県における教員のＩＣＴ活用指導力につい

て、現状を教育長にお伺いいたします。

本県におけるＧＩ○教育長（黒木淳一郎君）

ＧＡスクール構想に基づく、１人１台端末の活

用がスタートして３年目を迎えますが、これま

でモデル授業の公開や教員の能力に応じた研修

を実施したことにより、本県教員のＩＣＴ活用

指導力は、県の調査においても着実に向上して
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おります。

一方で、各学校での取組状況の違いや、進級

・進学による学びの継続の課題等が見えてきた

ことから、今年度は、県内を７つのエリアに分

け、小・中・高・特別支援学校の垣根を越えた

ＩＣＴ教育エリアミーティングを新たに実施

し、情報の共有と改善への研修を行っておりま

す。

今後とも、宮崎県「教育の情報化」推進プラ

ンに基づき、教員の指導力の向上にしっかり取

り組んでまいります。

先生方が忙しい中でも、児童○日髙陽一議員

生徒のために研究や研修などに御尽力されてい

ることが分かりました。

子供たちは、小・中・高、どの段階において

も、切れ目なくＩＣＴを活用することとなりま

す。そのため、先生方が垣根を越えて情報を共

有することは、とても有効だと思いますので、

ＩＣＴ教育エリアミーティング等の有意義な取

組をぜひ進めていってもらいたいと思います。

さて、ＩＣＴ活用を推進していくためには、

ハード面の整備も重要だと考えております。

ＧＩＧＡスクール構想により、県内各学校に

おいても、大容量ネットワークや１人１台端末

の整備が進められておりますが、運用していく

上で、ＩＣＴ環境整備面において問題はないの

か、気になるところでございます。

そこで、学校におけるＩＣＴ環境整備の現状

と今後の課題について、教育長にお伺いいたし

ます。

１人１台端末や高○教育長（黒木淳一郎君）

速大容量の通信ネットワークの導入によって、

学校における環境整備は、ほぼ計画どおりに進

んでおります。これまで市町村によって様々な

環境にあった校務を支援するシステムも整って

きたところであります。

現在、市町村からは、端末の更新費用やライ

センス料等の維持管理費について、その負担を

国に働きかけるよう、随時要望を受けておりま

す。

県教育委員会といたしましては、これらのＩ

ＣＴ環境整備費に係る財政措置を、引き続きあ

らゆる機会を捉えて、国に要望してまいりま

す。

続いて、不登校の問題につい○日髙陽一議員

て伺います。

新型コロナの５類感染症への移行により、学

校は、授業や行事、スポーツイベント等もコロ

ナ前の風景を取り戻しつつあるようです。

一方、学校の課題としては、国の調査結果に

よりますと、本県における暴力やいじめは減少

したものの、不登校については増加傾向にあ

り、コロナ禍における影響がその一因となって

いるのではないかと考えているところでありま

す。

特に小学校の不登校児童の増加の割合が顕著

であると聞いておりますが、その現状と対策に

ついて、教育長にお伺いいたします。

本県の公立小学校○教育長（黒木淳一郎君）

における不登校児童数は、令和３年度は560人

で、５年前と比較すると、約2.7倍の増加となっ

ております。

県教育委員会では、児童生徒の悩みに対応す

るために、スクールカウンセラーなどの専門ス

タッフの配置・派遣や、24時間子供ＳＯＳダイ

ヤル、ＳＮＳ等による教育相談窓口を設置して

おります。

学校では、校内教育支援センターでの支援、

フリースクール等民間団体・施設との連携、Ｉ

ＣＴ等を活用した学習支援など、多様な手だて
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を講じているところであります。令和４年度か

らは、新たに小学校専任のカウンセラーを配置

しております。

今後とも、市町村を支援しながら、小学校に

おける不登校対策の充実に取り組んでまいりま

す。

続いて、日本語指導について○日髙陽一議員

伺います。

法務省の資料によりますと、日本に在留する

外国人の数は、新型コロナによる入国制限等が

緩和されたことにより、回復傾向にあります。

こうした外国人の中には、日本の小学校や中

学校に通う年齢の子供たちと一緒に来日される

方もおり、そうした家庭の子供たちは、住んで

いる近くの小学校、中学校に通っていると聞い

ております。

調べてみると、外国人の子供たちは、保護者

が希望する場合、日本の義務教育が法律等で保

障されているようです。

この場合、外国の子供が日本の子供と一緒に

安心して学べるためには、日本語の指導などの

支援が必要と考えますが、本県内の学校におけ

る児童生徒への支援の現状と今後の対応につい

て、教育長にお伺いいたします。

本県の公立小中学○教育長（黒木淳一郎君）

校における日本語指導が必要な児童生徒数は、

令和５年３月末現在で、８市４町に76名在籍し

ております。

このような中、県教育委員会といたしまして

は、約７割の特に支援が必要な児童生徒に対し

まして、国の加配を活用した日本語指導支援教

員等を配置し、学習支援や通訳等のサポートを

行っております。

現在、支援の必要な児童生徒数は増加傾向に

あることから、今後は対象となる全ての児童生

徒の支援に向け、市町村や関係機関等と協議会

を設けるなど、効果的な支援の在り方について

取組を進めてまいります。

ぜひ日本語指導を必要とする○日髙陽一議員

全ての児童生徒が、安心して学べる環境づくり

に取り組んでいただきますよう、よろしくお願

いします。

また、所得水準を世界的に見て、アメリカ

が10と考えたときに、ヨーロッパは９、韓国が

７、日本は５だそうです。その日本の中でも、

東京に比べると稼ぐには厳しいこの宮崎です。

金銭面ではなく、しっかりとサポートできる体

制を整えることが大切だと思います。

これは警察行政になりますけれども、運転免

許の試験に関しても、外国の方が今受けると、

事前面接など２か月待ちで、試験の言語も英語

しかありません。インドネシアやフィリピンな

どの英語圏以外の国の方が、県外まで試験を受

けに行くそうです。いろいろな部分で住みやす

い環境への改善をよろしくお願いしたいと思い

ます。

続いて、教師の人材確保についてお伺いいた

します。

社会は、刻一刻と目まぐるしく変化しており

ます。そのような中で、学校教育には、子供た

ちが変化の激しい社会を生き抜いていく力を身

につけ、将来を担う人材として育成する大切な

役割があり、その直接の担い手が教師であると

認識しているところであります。

しかしながら、令和５年６月の文部科学省の

発表によりますと、全国における教育委員会

の43％が、教師不足の現状を「悪化している」

と回答しております。昨今の教師不足、教師の

成り手不足の問題には、私も大きな危機感を抱

いております。
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そこでまず、教員採用試験における受験者数

の現状について、教育長にお伺いいたします。

本県における教員○教育長（黒木淳一郎君）

採用選考試験の受験者数につきましては、全国

と同様、年々減少傾向にありまして、県教育委

員会におきましては、この現状を大変重く受け

止めているところであります。

今年度、実施いたしました教員採用試験で

は、363人の募集人員に対し、受験者数は1,012

人となっております。

過去、受験者数が最も多かった平成23年度実

施の1,701人と比較しますと、約700人の減少と

なっております。

教育長の答弁にもありました○日髙陽一議員

が、12年前は教員を希望する人が1,700人を超え

ており、そこから年々減少傾向が続き、ここ数

年は厳しい状況にあるということです。

この受験者数の減少傾向が続いている、いわ

ゆる教師の成り手不足の要因について、教育長

にお伺いいたします。

本県の採用試験に○教育長（黒木淳一郎君）

おける受験者数減少の状況を分析しますと、受

験者に占める新規学卒者の数はほぼ変わらない

ものの、既卒者の数は大幅に減少しておりま

す。

これは、平成24年度以降、定年退職者が増加

したことに伴う採用枠の拡大で、講師等が順

次、正式採用となり、さらには、平成31年度の

年齢制限撤廃で、幅広い年齢層における講師等

の正式採用が一気に進んだことが、主な要因で

あると考えております。

また、教員免許保有者の中に、教師という仕

事に不安を持ち、受験に至らない者が一定数い

ることも、要因の一つと考えております。

県教育委員会として、教師の○日髙陽一議員

成り手不足解消のために、採用試験の見直しや

宮崎大学等との連携、県内の優れた指導力を有

する教師を新聞で連載するなど、現在も様々な

手だてを講じていることは認識しております

が、先ほどの要因を踏まえた上で、新たな取組

があればお聞かせください。

今、議員の御指摘○教育長（黒木淳一郎君）

にもありましたように、まずは宮崎で教師を目

指す人材を確実に確保するため、宮崎大学との

連携で「県教員希望枠」が拡大されたところで

あります。

また、本県教育の将来を担う中高生に対し

て、教師の魅力・夢に関して語り合う場として

「ひなた教師ドリームカフェ」を開催する等、

教師の魅力発信に取り組んでおります。

さらに、教員免許を持っていながら教職に就

いていない方々に対しまして、教師の仕事に対

する不安を解消するための説明会を新たに実施

いたしました。

なお、次年度の採用試験は、少しでも早く合

格通知が出せるように、試験日程を九州各県と

も調整いたしまして、３週間前倒しする予定で

あります。

今後とも、優秀な人材を一人でも多く確保で

きるよう取り組んでまいります。

教師の人材確保のため、現状○日髙陽一議員

を踏まえた上で、様々な取組を行っていること

について理解ができました。

一方で、学校における働き方改革も、学校教

育における大きな課題の一つであります。

現在、社会においては、働き方に関する価値

観やライフスタイルが多様化する中で、精神

的、肉体的、社会的によい状態である、いわゆ

るウェルビーイングの実現に向けた環境整備が

進められています。
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学校における子供のウェルビーイングの実現

のためには、教師自身がウェルビーイングを実

現することが必要であると考えますが、教育長

の考えをお伺いいたします。

学校における子供○教育長（黒木淳一郎君）

のウェルビーイングとは、子供たちが自らの存

在と成長を実感し、生き生きと学校生活を送る

ことと考えております。

また、その実現のためには、今議員の御指摘

にもありましたとおり、私も教師のウェルビー

イングの実現が欠かせないと考えております。

教師のウェルビーイングは、まずは教師自身

が心身ともに健康で、公私において充実した生

活を送ることが必要であり、さらに、教師の仕

事に誇りと生きがいを持って取り組むことで、

実現できるものだと考えております。

ウェルビーイングの実現により、子供も教師

も毎日、生き生きと学校の門をくぐることがで

きる、それが私の願いでもあります。そのため

にも、学校における働き方改革にしっかりと取

り組んでまいります。

教師のウェルビーイングが実○日髙陽一議員

現していくことで、学校はより魅力ある職場と

なり、担い手不足の解消にもつながると思いま

す。そのためにも、学校における働き方改革は

欠かせません。

今年３月に、第二期「学校における働き方改

革推進プラン」を策定されたと伺っておりま

す。平成31年度から昨年度まで実施した第一期

「学校における働き方改革推進プラン」では、

県内全ての学校で学校閉庁日が制定され、９割

を超える学校で週２日以上の部活動休養日が制

定されるなど、成果が上がっております。

今後、この第二期推進プランを基に、どのよ

うに学校における働き方改革に取り組んでいか

れるのか、教育長にお伺いいたします。

第二期「学校にお○教育長（黒木淳一郎君）

ける働き方改革推進プラン」では、第一期に引

き続き、教職員の業務改善と意識改革に取り組

んでまいります。

具体的には、まず管理職研修を一層充実させ

ます。さらに、スクール・サポート・スタッフ

等の活用や、教育のＤＸ化によって、長時間業

務解消に取り組みます。また、部活動の地域移

行に向けた指針の作成を含め、家庭や地域との

役割分担の協議をさらに進めてまいります。

10月実施の勤務状況調査においては、教職員

の声をより今後の施策に反映させるため、教師

のウェルビーイングの調査項目を新たに追加い

たします。

今後とも、学校における働き方改革に積極的

に取り組んでまいります。

働き方改革でありますが、こ○日髙陽一議員

の夏、県外のプールで男子児童が溺れて死亡す

る悲しい事故が起きました。この事故は学童保

育中に起きたものでありますが、学校現場にお

いても起こり得るものであります。教師にとっ

て、プール指導は、命を預かる大変リスクのあ

る授業であります。教師不足で一生懸命働いて

いる先生の負担を減らすためにも、プールの授

業を廃止すれば大きく改善するのではないで

しょうか。

プール指導を民間スクールに委託すること

で、より高い技術を学べますし、夏だけではな

く年間を通して学ぶことができます。先生の責

任負担もなくなりますし、プールの維持管理費

もなくなります。教師の負担軽減を様々な角度

から対策することも重要であると考えておりま

す。

先日、新聞の投稿欄で、中学時代の恩師との
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出会いにより、小学校教師を目指すようになっ

たという記事を拝見しました。その先生は母の

ような存在で、笑顔で明るく、生徒に寄り添っ

てくださる先生だったそうです。

本県には、教師としての誇りや、やりがいを

持って、目の前の子供たちのために尽力してい

る先生方が多く存在することを改めて感じた次

第です。今後とも、子供たち、そして教師お一

人お一人のウェルビーイングの実現に向けた取

組を進めていただきますよう、お願い申し上げ

ます。

続いて、自転車乗車時のヘルメット着用につ

いて伺います。

改正道路交通法において、今年４月から自転

車利用者のヘルメット着用が努力義務となりま

した。

全国的に自転車乗車時のヘルメット着用が、

社会的関心事となってきており、大人、子供を

問わず、自転車乗車時にヘルメットを着用し、

「自分の身は自分で守る」という理解が徐々に

進んでいるようであります。

本県では、全ての公立中学校で、自転車乗車

時のヘルメット着用が校則等に入っているよう

ですが、高校には、校則等によるヘルメット着

用に関する一律の取決めはないと聞いていま

す。

そこで、高校生のヘルメット着用の現状と学

校の取組について、教育長にお伺いいたしま

す。

４月以降、学校か○教育長（黒木淳一郎君）

らは、自主的にヘルメットを着用する高校生の

姿が少しずつ増えてきたとの報告を受けており

ます。

県教育委員会では、ヘルメット着用を促進す

るための３年計画の初年度として、今年度を着

用周知期間と位置づけ、学校への啓発や講演会

を実施するなどの取組を行っております。

各県立高校では、生徒会による意識調査やＰ

ＴＡからの着用の呼びかけ、中学校から高校ま

で使用できるヘルメットの導入を中学校と協議

するなど、学校の実態に応じた取組が始まって

おります。

県教育委員会といたしましては、生徒による

ルールメイキングを大切にし、校則等への位置

づけも含め、生徒が自ら命を守る行動ができる

よう、引き続きしっかり支援してまいります。

さて、先ほどヘルメット着用○日髙陽一議員

の話にも出てまいりましたが、校則についてで

す。各学校では、その見直しが進んでいると聞

いております。

文部科学省では、校則は、児童生徒が健全な

学校生活を送り、よりよく成長・発達していく

ために設けられているものとしており、社会通

念に照らして、合理的と見られる範囲内で、学

校や地域の実態に応じて定められているものと

説明しています。また、学校や地域の現状、社

会の変化等を踏まえて、絶えず見直しを求めて

いるようです。

そこで、この校則の見直しの現状について、

教育長にお伺いいたします。

県教育委員会で○教育長（黒木淳一郎君）

は、令和２年度以降、県立学校に対して、校則

の見直しに関する通知文や、そのポイントをま

とめた資料を紹介し、積極的に見直しを進める

ように指導してまいりました。

各学校では、学級活動や生徒総会など様々な

場面で、校則についての話合いを行っておりま

す。その過程において、保護者アンケートを基

に、生徒と教師で協議した内容をＰＴＡ役員会

や学校評議員会等で示し、意見をいただくな
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ど、現在も髪型や服装に関する見直しは進めら

れております。

県教育委員会といたしましては、引き続き、

校則の見直しを通じて、生徒のよりよい成長・

発達につなげてまいります。

続いて、宮崎海洋高校の実習○日髙陽一議員

船「進洋丸」について伺います。

本年３月に第６代目となる進洋丸が竣工しま

した。私は、４月の竣工式や７月の文教警察企

業常任委員会での調査の際に、船内を見学させ

ていただきましたが、その立派なたたずまいや

船内の随所に見られる新しい設備に感激いたし

ました。

この進洋丸の建造中は、コロナ禍やウクライ

ナ情勢の影響を受けて、資材が高騰したり、部

品の入荷が遅れたりするなど困難があったそう

ですが、最新の航海機器や冷凍装置、新たな排

ガス規制に対応した脱硝装置等が搭載されまし

て、すばらしい船が出来上がり、まさに本県の

新たな宝が誕生したものだと受け止めておりま

す。

そこで、この第６代進洋丸について、現在の

活用状況と今後の利活用について、教育長にお

伺いいたします。

第６代進洋丸は、○教育長（黒木淳一郎君）

多くの関係の皆様の御協力を得て、無事竣工い

たしました。心より感謝申し上げます。

４月の竣工式以来、生徒の乗船実習を７回行

い、種子島や神戸などに寄港いたしました。現

在は62日間にわたる長期乗船実習を行っており

まして、ハワイへの寄港を予定しております。

そのほか、５月にＮＴＴドコモと連携して、

海上の基地局としての防災訓練を実施し、また

６月からは、小学生をはじめとする一般の方を

対象とした、海に親しむための多目的航海を14

回実施したところであります。

今後は、通常の乗船実習に加えて、他の高校

や大学等と連携した海洋環境調査等にも取り組

むこととしております。

これからも、本県の海洋産業を担う人材の育

成はもちろん、より一層県民の船としての役割

も果たせるよう取り組んでまいります。

どうぞよろしくお願いいたし○日髙陽一議員

ます。

続いて、読書の推進について伺います。

先日、文教警察企業常任委員会において、都

城市立図書館を視察させていただきました。と

てもすばらしい施設の中に、様々な仕掛けや工

夫が施されており、若い世代の利用者も多く見

られ、来館者数累計500万人という実績に納得し

たところでありました。

一方で、新聞報道によりますと、2020年度の

本県における公立図書館１人当たりの貸出し冊

数は2.6冊で、九州・沖縄で最下位、全国で45番

目ということでありました。

これは、県立図書館と市町村立図書館の貸出

し冊数についての数値ということであります

が、これから各地域の「知の拠点」として、ま

すます重要な役割を担う図書館としては、さら

に県民の方々が利用しやすい図書館を目指して

いく必要があるのではないかと感じています。

読書をする環境につきましては、各市町村の

施設や予算、立地等によって実態の違いがある

と思いますが、県としては、県立図書館を公立

図書館の中核として、県内どこでも、生涯にわ

たって読書に親しむことができる環境づくりを

支援していくことが大切ではないかと考えてお

ります。

そこで、お尋ねします。県は「読書県みやざ

き」を目指すとしておりますが、県内公立図書
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館の中核としての県立図書館の役割を踏まえ、

読書の推進について、県の取組状況を教育長に

お伺いいたします。

図書館は、地域住○教育長（黒木淳一郎君）

民の読書活動を支える拠点として、重要な役割

を担っておりますが、市町村によっては、様々

な支援が求められていると認識しております。

そのため、県立図書館では、県内の図書館を

ネットワークで結び、相互に図書の貸し借りが

できる配送システムを構築するとともに、職員

の専門性の向上を図る研修の実施などに取り組

んでおります。

引き続き、市町村を支援するとともに、電子

図書サービスの導入に向けた検討や、「みやざ

き読書アンバサダー」に就任いただいた歌手の

米良美一さんの活動などを通して、県民が生涯

にわたって読書に親しむ「読書県みやざき」の

取組を推進してまいります。

14もの答弁をありがとうござ○日髙陽一議員

いました。

次に、国スポ・障スポ大会に関する質問を進

めてまいります。

令和９年の国スポ・障スポにつきまして、昨

年７月に本県開催が内定となり、大会に向けた

準備もいよいよ本格化してくるものと思いま

す。

また、大会に向けて整備が進められている主

要３施設につきましては、新宮崎県体育館のサ

ブアリーナが先月20日に供用開始となるなど、

徐々に目に見える形で進んできております。

そこで、国スポ・障スポに向けた準備状況と

主要３施設の整備の進捗状況について、総合政

策部長にお伺いいたします。

国スポ・障○総合政策部長（重黒木 清君）

スポの開催に向けましては、開催準備総合計画

に基づき、会場地市町村の選定や競技役員の養

成、宿泊・輸送等の体制づくりなどに取り組ん

できており、おおむね順調に進んでおります。

また、主要３施設につきましては、御質問に

ありましたように、新宮崎県体育館「アスリー

トタウン延岡アリーナ」の一部となるサブア

リーナが先月、供用開始したほか、陸上競技場

とプールにつきましても、順調に整備が進んで

おります。

大会を４年後に控え、来年には日本スポーツ

協会及び文部科学省による総合視察が行われ、

夏頃に本県での開催が正式決定される予定であ

ります。

開催準備も一層本格化してまいりますことか

ら、引き続き、市町村や関係団体の皆様と連携

し、両大会の成功に向けてしっかりと取り組ん

でまいります。

大会に向けた準備状況につき○日髙陽一議員

ましては、施設整備も含めて、おおむね順調に

進んでいるとのことでありました。引き続き、

計画的な事業推進をお願いいたします。

さて、本議会には、主要３施設のほかに、国

スポのテニス競技の会場となる「ひなた宮崎県

総合運動公園庭球場」の改修について、債務負

担の議案が提出されております。

昨年度、県全体のテニスコートの整備状況等

を総合的に判断して、ハードコート化を決定し

たと伺っていますが、今回、インドアコートを

整備するに至った経緯と、整備によりどのよう

な効果が見込めるのか、総合政策部長にお伺い

いたします。

ひなた宮崎○総合政策部長（重黒木 清君）

県総合運動公園庭球場の改修に当たりまして

は、令和２年度以降、日本テニス協会から、ま

た今年６月には、県テニス協会と県ソフトテニ
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ス連盟の合同により、熱中症対策や円滑な大会

運営等に効果があるとして、インドアコート設

置の要望を受けてきたところであります。

県としましては、国スポに向けた整備はもち

ろんのこと、国際大会の開催や日本代表の合宿

等による観光振興など、スポーツを生かした地

域活性化が期待できるとの観点から、インドア

コート整備の方針を決定いたしました。

また、日本テニス協会から、施設改修後にＪ

ＯＣ認定の競技別強化センターとして申請予定

と伺っており、認定されることにより、各種大

会や合宿等の誘致に弾みがつくものと考えてお

ります。

このインドアコートが整備さ○日髙陽一議員

れることで、国際大会や日本代表の合宿が見込

まれ、スポーツを生かした地域活性化にさらに

弾みがつくということでありますので、非常に

期待しております。

国スポ・障スポをきっかけに、そのほかにも

多くのスポーツ施設の整備が検討・実施されて

おりますが、大会終了後も有効に活用し、「ス

ポーツランドみやざき」の全県化、そして通年

化、多種目化につながることを願っておりま

す。

続いて、大会開催が４年後に迫る中、県民の

盛り上げをいかに図っていくかが重要でありま

す。国スポ・障スポでは、県民総参加型による

「おもてなしの心あふれる大会を目指す」との

基本方針を掲げておられますが、今後、県民の

機運を高めるために、どのような取組を行って

いくのか、総合政策部長にお伺いいたします。

４年後の国○総合政策部長（重黒木 清君）

スポ・障スポでは、県民総参加型の大会を目指

していることから、県民の皆様の興味・関心を

高め、多様な参加機会をつくることが重要と考

えております。

このため、県準備委員会に広報・県民運動専

門委員会を設置し、今年度は、昭和54年に開催

した「日本のふるさと宮崎国体」のパネル展

や、各種イベントでの広報活動により、大会の

周知を行うとともに、公募によるイメージソン

グの制作や募金活動などの県民運動を実施して

いるところであります。

今後も、市町村や競技団体等と連携しなが

ら、ボランティアの募集や花いっぱい運動な

ど、県民が自発的・積極的に参加できる取組を

進めるとともに、節目イベント等の開催を通し

て、県民の機運醸成に一層努めてまいります。

続いて、成年有望選手の確保○日髙陽一議員

について伺います。

天皇杯の確保に向け、県では、今年５月に

「成年有望選手確保方針」を決定し、国スポ本

番での本県選手団約900名の半数を占める約450

名の成年選手に関し、新たに約280名の有望選手

の確保に取り組んでいくこととしたところで

す。

この約280名の内訳は、県や県関係団体職員の

ほか、民間企業や県内自治体等での採用職員と

なっておりますが、これだけの人数を国スポ本

番までに確保していくためには、今後ますます

取組を加速していく必要があるのではないかと

考えております。

そこで、国スポに向けて、成年有望選手の確

保にどのように取り組んでいくのか、総合政策

部長にお伺いいたします。

宮崎国スポ○総合政策部長（重黒木 清君）

において天皇杯を獲得するためには、成年種別

における有望選手の確保が大きな課題となって

おり、県と県関係団体、民間企業、市町村との

連携した取組が大変重要であると考えておりま
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す。

このため、現在、県においては、教員の特別

選考採用を進めており、今年度からは、将来の

スポーツ振興を担う専門職員の採用にも取り組

んでおります。

また、民間企業や市町村などでの採用を進め

るため、アスリートとのマッチングを図る仕組

みを構築するとともに、私自身も県内企業等を

訪問し、協力をお願いしているところでありま

す。加えて、県スポーツ協会を想定した職員の

採用につきましても、現在、検討を進めており

ます。

今後とも、県内企業や市町村等との連携を深

めながら、成年有望選手の計画的な確保に取り

組んでまいります。

どうぞよろしくお願いしたい○日髙陽一議員

と思います。

次に、宮崎の魅力発信に関する質問を進めて

まいります。

まず、神楽についてであります。

新型コロナの５類移行で、地域の祭りなどが

再開される中、私も３年ぶりに神楽の舞手を務

めました。披露できることのありがたさや喜び

を実感しましたが、一方で、忘れてしまってい

た舞もあり、思い出すまでに大変苦労いたしま

した。

民俗芸能を途絶えさせることなく、ずっと伝

えていくことが、いかに難しく、そして尊いも

のであるかを考えさせられ、改めて、ふるさと

宮崎の、そして日本の宝である神楽をしっかり

と守り、伝えていかなければならないと強く

思ったところであります。

神楽のユネスコ無形文化遺産登録は、県内・

国内全ての神楽保存団体や地域の人々に活力を

与え、神楽の保存・継承や担い手育成に向けた

モチベーションを高める上でも、大きな力にな

ると期待しております。

そこで、神楽のユネスコ無形文化遺産登録に

向けた進捗状況について、知事にお伺いいたし

ます。

神楽のユネスコ無形文○知事（河野俊嗣君）

化遺産の登録に向け、昨年10月、本県が提唱し

まして、全国神楽継承・振興協議会を設立して

おります。この取組に賛同する動きが全国で広

がっておりまして、現在、国指定の40の神楽の

うち、約９割の35の神楽に加入いただいており

ます。先月、２回目の総会を開いて、登録に向

けた結束を一層強めたところであります。

私自身、５月に国へ早期登録につきまして要

望を行うとともに、今月４日にも、この協議会

の会長であります高千穂神社の後藤宮司ととも

に京都の文化庁に伺いまして、都倉長官に宛て

た要望を行ってまいったところであります。

また昨日、神社関係の全国大会で来県されま

した参議院議員の山谷えり子議員、有村治子議

員、これまでもこの運動に向けて力強く御支援

いただいておりますが、現在の状況について御

報告申し上げ、さらなるお力添えをお願いした

ところであります。様々な立場の皆様から理解

いただいて、強力に応援いただくことが必要で

あろうかと考えております。

今後、来年３月にユネスコへ提案されること

を目指しまして、文化庁にも後押しをいただき

ながら、残る５つの未加入神楽への働きかけを

重ねるとともに、宮崎県人会世界大会など、あ

らゆる機会を活用して、県内外に登録の意義を

広く伝え、さらなる機運の醸成を図ってまいり

ます。

神楽を大切に守り伝えてこられた全ての人々

の勇気や活力につながるよう、ユネスコ登録の
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の勇気や活力につながるよう、ユネスコ登録の

実現に向けて、より一層、邁進してまいりま

す。

ぜひよろしくお願いいたしま○日髙陽一議員

す。

続いて、宮崎県人会世界大会について伺いま

す。

開催まで、いよいよ１か月余りとなりまし

た。この大会は、ふるさと宮崎への思いを共有

し、その魅力を再発見していただき、県内外に

いらっしゃる本県ゆかりの方々と本県との絆を

深めていただく、とても意義深いものとなって

おります。

私も若い頃、ロサンゼルスに住んでいたとき

に、いろいろとお世話になった方々にお会いで

きると思うと、非常に楽しみであり、今から大

会当日を待ち遠しく感じているところでありま

す。

県人会の方は宮崎のファンだったりするの

で、その意識を一つにするような有意義な大会

としていただきたいと考えておりますが、宮崎

県人会世界大会の開催に向けた意気込みについ

て、知事にお伺いいたします。

置県140年を記念して開○知事（河野俊嗣君）

催します県人会の世界大会まで、残すところ40

日余りとなりました。市町村や関係機関と連携

を図りながら、着実に準備を進めているところ

であります。

これまで、多くの企業等からの御協賛をはじ

め、沿道における花の植栽や、社屋への大会看

板の設置により、この大会をＰＲしていただく

など、本大会に対する応援の輪が広がっており

ます。改めて深く感謝を申し上げます。

また、県民の皆様を対象にした記念式典等へ

の参加募集におきましても、募集定員を大きく

超える申込みをいただくなど、徐々に県民の皆

様の間における機運の高まりも実感していると

ころであります。

大会には、国内外の県人会から約250名、県民

の皆様約300名をはじめとして、全体で700名以

上の参加を見込んでおります。

この大会に国内外から参加される県人会の

方々には、本県の魅力を再発見していただくと

ともに、やはり将来につながる大会にすること

が大事でありまして、この大会を契機としまし

て、国内外の県人会と県民が強固な絆で結ば

れ、その絆を未来へとつなげていけるような大

会にしてまいりたいと考えております。

宮崎県人としての絆であった○日髙陽一議員

り誇りであったり、宮崎県人会と県民との強固

なつながりをしっかりとつなげて、宮崎を元気

にしていく、意義ある大会にしていただきたい

と考えております。

今回は、日本一挑戦プロジェクトに向けた取

組をはじめ、子供政策、観光政策など、県政の

重要課題について質問させていただきました。

日本一挑戦プロジェクトの中で、知事から

「これまでの枠にとらわれない本県独自の施策

を構築すべく、具体的な事業等を検討してい

る」との答弁もありました。

県民誰もが楽しさや幸せを実感できる社会を

実現するには、県民一人一人がその力を存分に

発揮することができる環境を整えていくことが

不可欠であり、これまでの施策とは全く違った

視点で、県民一人一人に働きかける施策の構

築、実行が必要となります。

このような施策は、行政のみでできることで

はなく、行政と民間との協働が大事でありま

す。財源の厳しい本県にあっては、官民ともに

無駄をなくし、公共サービスの質の向上を図る
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意識を強く持って課題解決に当たること、そし

て県民の力をうまく引き出していくことが何よ

りも重要であると考えます。

官民が連携して、効率的かつ効果的に課題解

決を図る指標として、成果連動型の民間委託契

約方式、ＰＦＳというものがあります。実際に

この方式を活用した自治体からは、「限られた

予算の中で、従来型の手法では想像できなかっ

た民間ならではの魅力的な提案により、その効

果を実感できた」などの成功事例が数多く報告

されております。

こういった事例も参考としながら、前例にと

らわれることなく、新たな視点や手法を積極的

に取り入れて、県民一人一人の幸せの実現のた

めに、着実に成果を出していただくことを期待

しております。

以上で私の質問の全てを終わらせていただき

ます。ありがとうございました。（拍手）

以上で午前の質問は終わりま○濵砂 守議長

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時56分休憩

午後１時０分再開

休憩前に引き続き会議を開き○濵砂 守議長

ます。

次は、宮崎県議会自由民主党、野﨑幸士議

員。

〔登壇〕（拍手） 皆さん、こ○野﨑幸士議員

んにちは。昼間の忙しい中、傍聴席にも何人か

いるみたいで、ちょっと緊張しておりますが、

今から代表質問をさせていただきます。

宮崎県議会自由民主党の野﨑幸士です。９月

定例議会に当たり、議長のお許しをいただきま

したので、通告に従い質問を進めてまいりま

す。

昨年12月の宮崎県知事選挙を振り返ります

と、３人が出馬され、結果を見れば、事実上、

河野知事と東国原候補の一騎打ちでした。河野

知事は、４期目挑戦の政策提案を「宮崎再生」

と掲げる一方、東国原候補は「稼げる宮崎」等

を掲げ、その論争となりました。選挙は政策で

選ばれる有権者も多くいることを鑑みますと、

「宮崎再生」を掲げる河野知事への県民の期待

が大きいことになります。

それから約半年、６月定例会において、その

宮崎再生への取組を反映した６月補正予算280億

円、「宮崎再生」「未来創造」に向けた計100の

事業が可決されました。

世界を見ますと、５月８日から新型コロナの

取扱いが５類感染症に移行し、各地域では様々

なイベントや行事等が再開され、コロナ禍前の

にぎわいが徐々に戻りつつあると感じています

が、３年以上に及ぶコロナ禍により、経済への

大打撃をはじめ、生活、仕事、教育、医療等々

において、県民の皆様に多大なる御負担や御苦

労をおかけしたのも事実であります。

また本県は、燃油・物価高騰をはじめ、昨

年、台風14号と、百年に一度と言われる難局に

直面しております。

今年はコロナ禍等からの宮崎再生に当たる最

初の年、「再生元年」であり、あらゆる分野に

勢いをつけなければならない年に当たると考え

ますので、宮崎再生に取り組む本県のリーダー

としての知事の意気込みを、県民へのメッセー

ジとしてお伺いいたします。

次に、７月11日に本県の副知事に就任された

佐藤副知事にお尋ねします。

先ほど、知事へ宮崎再生にかける意気込みを

質問させていただきましたが、佐藤副知事が感
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じておられる本県のイメージや可能性・将来性

等、また知事の補佐役としてどのように取り組

んでいかれるのかお伺いいたします。

佐藤副知事に続いて、７月15日に就任された

田中政策調整監にお尋ねします。

政策調整監は、全国知事会、九州知事会にお

ける広域的な連携や調整を行うために、令和３

年度から設置されました。

現在、知事は、全国知事会の地方税財政常任

委員長という重職を務められており、知事とし

ての任期を重ねられた今年４月からは、全国知

事会の副会長も務められています。

このように、全国知事会でも大変な御活躍を

されている知事でありますが、政策調整監とし

て、知事会活動などに関して知事をどのように

サポートしていく必要があると考えておられる

のかお伺いいたします。

次に、８月25日に本県の警察本部長に就任さ

れた平居秀一警察本部長にお尋ねします。

平居本部長におかれましては、三重県の御出

身で、警察庁に入庁された後、警察庁の所管す

る様々な部局、また数々の自治体で御活躍され

ています。

県内の治安情勢は年々複雑・多様化している

上、新たにサイバー犯罪への対策等、時代に合

わせた警察の取組がこれまで以上に求められて

います。

また、人口減少などを踏まえ、中長期的に進

められている交番・駐在所の統廃合による住民

の不安払拭や全県的な治安の維持等、県民の期

待と信頼に応えていく必要があると考えます

が、県警本部長に着任に当たっての所信につい

てお伺いいたします。

壇上からの質問は以上とし、以下、質問席か

ら進めてまいります。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

コロナ禍や長引く物価高騰による影響、そし

て激甚化・頻発化する自然災害、また、急速な

少子高齢化、人口減少、それに伴う様々な産業

分野における担い手不足など、本県は困難な課

題に直面し、先行きの不透明感も増してきてお

ります。

まずは、一刻も早く深刻な打撃を受けた県民

の暮らしや経済活動を元に戻す宮崎再生を実現

し、その後のさらなる飛躍につなげる必要があ

り、今年はその取組を本格化させる起点となる

重要な年であると認識しております。

このような中、これまでの取組の結果、直近

におきましては、Ｇ７宮崎農業大臣会合の成功

や、国際定期便「宮崎－ソウル線」の再開決

定、半導体企業の立地に向けた動き、また、侍

ジャパンやラグビー日本代表合宿の成功もあり

ました。将来の飛躍につながる様々な成果も着

実に現れてきていると考えております。

一方で、依然として厳しく混沌とした状況の

中で、このような、よい流れを本格的な本県の

再生・発展につなげていくためには、不安や苦

悩を抱える県民一人一人に寄り添いながら、明

確なビジョンと道筋を示し、力強く実行してい

くことが、知事である私に課せられた使命であ

ると考えております。

このため、アクションプランの策定や、過去

最大規模となります予算編成を行うことにより

まして、喫緊の課題に迅速・的確に対応し、宮

崎の安全・安心の基盤を確かなものとしつつ、

さらには、全国に誇る本県の強みを生かした３

つの日本一挑戦プロジェクトなどの取組を通

じ、力強い成長の実現を目指すこととしており

ます。
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私は、県政のかじ取り役を担うリーダーとし

て、その先頭に立ちまして、県民の皆様の心に

夢や希望の光をともし、そして県民の総力を結

集し、輝かしい活力ある宮崎の未来を切り開く

ため、これからも全力で取り組んでまいりま

す。以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいた○副知事（佐藤弘之君）

します。

私は、副知事に就任する直前まで、国土交通

省で、国土づくりの方向性を示す国土形成計画

の策定に携わっておりました。

この計画は、重点テーマとして、食料安全保

障の強化に向けた農林水産業の活性化、また

カーボンニュートラルの実現を図る地域づくり

などのグリーン国土の創造といったものを掲げ

ており、さらには、分野別施策として、文化・

スポーツが育む豊かで活力ある地域社会といっ

たようなものが掲げられております。

こうした観点から見ましても、宮崎県は、全

国有数の食料基地であるとともに、豊かな森林

資源、充実したスポーツ環境、神話・神楽など

の歴史・伝統文化に恵まれるなど、これからの

県づくりを進める上で、多くのポテンシャルを

併せ持つ将来性豊かな県であると感じておりま

す。

知事の補佐役として、私は国土交通省の出身

でありますので、国とのパイプ役はもちろん、

まずは県民の期待の大きい高速道路網の早期整

備、それから防災・減災、国土強靱化対策につ

いて、積極的に取り組んでまいりたいと考えて

おります。

また、商工業、林業の振興、環境対策をはじ

め、それ以外の分野につきましても、私がこれ

まで培ってきた経験や知識、ネットワークを最

大限に活用するとともに、河野知事の基本姿勢

である対話と協働、徹底した現場主義の下で、

県議会をはじめ県民の皆様と積極的に交流し、

現場の声に耳を傾け、関係する方々と丁寧に議

論を重ねながら、しっかりと取り組んでまいり

たいと考えております。

今後、できるだけ多く県内各地を回り、本県

の実情やニーズ、課題を把握するとともに、日

隈副知事ともしっかりと連携しながら、本県の

さらなる成長、発展に貢献できるように全力を

尽くしてまいります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答え○政策調整監（田中克尚君）

します。政策調整監としての取組についてであ

ります。

全国知事会や九州地方知事会では、国に対す

る要望活動や広域的に連携した取組を行ってお

り、河野知事は任期を重ねる中で、全国知事会

の地方税財政常任委員長などの要職を務めてお

ります。

このため、私は政策調整監として、地方の実

情や課題をきめ細かに把握し整理するととも

に、関連する庁内部局との連携、国の情報収

集、他都道府県との調整を的確に行うことによ

り、国への提言の取りまとめ等を行い、本県を

含む地方の発展につながるよう、知事を支え、

尽力していく所存であります。

これまで国や他の自治体で得た経験等も十分

に生かしながら、知事が掲げている「宮崎再

生」などの実現にも知事会活動を通して貢献で

きるよう、精いっぱい取り組んでまいります。

〔降壇〕

〔登壇〕 お答え○警察本部長（平居秀一君）

いたします。

県警察の諸課題に対する議員からの御指摘を

踏まえまして、宮崎県の治安責任を担う者とし

て、決意を述べさせていただきます。
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県警察の運営におきましては、運営方針であ

ります「県民の期待と信頼に応える強くしなや

かな警察」を基本といたしまして、社会情勢の

変化を的確に捉えながら、県民の皆様が安心し

て暮らせるよう、良好な治安の確保に最大限努

力してまいる所存であります。

皆様におかれましては、警察活動に対する一

層の御理解、御協力、御支援を賜りますよう、

よろしくお願い申し上げます。以上でありま

す。〔降壇〕

次に、財政運営について質問○野﨑幸士議員

します。

８月10日に、本県の令和４年度の決算見込み

が発表されました。その概要を総務部長にお伺

いいたします。

令和４年度の一般○総務部長（吉村達也君）

会計決算見込みにつきましては、歳入が、新型

コロナや物価高騰対策の財源である交付金の増

加、企業業績の回復に伴う県税収入の増加等に

より、前年度比0.6％増、過去２番目の7,343億

円余、歳出が、防災・減災、国土強靱化対策に

係る事業の平年化等により、前年度比1.3％減で

ありますが、過去３番目の7,075億円余となって

おります。

また、歳入から歳出を差し引いた額から、翌

年度に繰り越すべき財源を控除した実質収支

は、過去最大の145億円余となっております。

なお、県債発行額は、臨時財政対策債の大幅

な減により、前年度比28.9％減の609億円余で、

県債残高は、前年度比1.5％減の8,441億円余で

あります。

本県では、財政健全化に不断○野﨑幸士議員

に取り組み、健全な財政運営を進めています

が、全国を見ますと、今年７月に新潟県が起債

許可団体に移行しました。都道府県では、北海

道に次ぐ２団体目であります。

起債許可団体とは、地方税や地方交付税な

ど、自治体の標準的な収入規模に対する公債費

などの借金返済額の割合である実質公債費比率

が18％を超えた団体であり、起債をするために

は国の許可が必要となります。

本県の令和３年度の実質公債費比率は10.6％

で、今すぐに県財政を強く圧迫することは想定

されませんが、今後、コロナ禍からの再生や物

価高騰対策、社会保障関係費の増加や公共施設

の老朽化への対応、国スポ・障スポ大会の施設

整備など、財政需要はますます増加することが

予想されます。

現時点では、健全な財政運営が進められてい

ますが、本県の今後の財政運営は問題ないの

か、知事にお伺いいたします。

本県の財政状況を見て○知事（河野俊嗣君）

みますと、いわゆる県の借金に当たります県債

残高は減少傾向にあり、また、貯金に当たりま

す財政関係２基金の残高が適切に確保されるな

ど、今御指摘がありました様々な財政指標を確

認しても、健全性が維持されているものと考え

ております。

一方で、御指摘のとおり、今後も社会保障関

係費の増加や公共施設の老朽化対策など、多額

の財政需要が見込まれます。

そのため、県の実質的な負担を可能な限り抑

制し、今後の財政支出を平準化するため、地方

交付税措置のある有利な地方債や国庫支出金の

活用、県有施設維持整備基金などの特定目的基

金の設置と計画的な活用に取り組んでいるとこ

ろであります。

今後とも、物価高騰など喫緊の課題や人口減

少対策、本県の強みを生かした未来創造など、

こうした様々な政策課題に適切に対応できるよ
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う、財政の健全性を維持しつつ、適切に財政運

営を行ってまいります。

６月定例会で示された令和５○野﨑幸士議員

年度予算の編成を見ますと、本県は、自主財源

が41.6％と本当に乏しい脆弱な財政基盤である

中、義務的経費が34.2％を占めている状況で、

財政の硬直化も見てとれます。このような財政

状況は、全国の自治体でも数多く見られ、各自

治体も様々な工夫を凝らしながら財政の安定運

営に取り組んでいるようです。

その中で、財政を支える柱の一つになってい

るのが、ふるさと納税です。令和４年度のふる

さと納税による寄附額は、都城市が全国の市区

町村でトップの約196億円でした。このふるさと

納税の寄附金を使って、教育や子育て、高齢者

等の福祉の支援、地域振興等々が推進されてい

ます。

ふるさと納税の活用は、貴重な財源の一つと

考えますが、県が実施しているふるさと納税の

実績と、寄附額の増加に向けた今後の取組につ

いて、商工観光労働部長にお伺いいたします。

令和４○商工観光労働部長（丸山裕太郎君）

年度の県に対するふるさと納税の実績は、4,473

件、約１億300万円であります。これまで県で

は、マンゴーや宮崎牛、焼酎など魅力ある県産

品で返礼品の充実を図るとともに、関係部局や

包括連携協定を締結している民間企業等と連携

し、ふるさと納税のＰＲに取り組んでまいりま

した。

ふるさと納税は、議員御指摘の財源の確保に

加え、地場産業の振興、また、地域の認知度向

上に寄与する制度であると考えており、今後さ

らに、観光やスポーツといった本県ならではの

魅力を体験できる返礼品を設けるなど、効果的

なＰＲに努めてまいります。

本県の自然やスポーツ、もの○野﨑幸士議員

づくり等、自ら体験できる返礼品等は、本県の

魅力が直に伝わると思いますし、ふるさと納税

には、企業が国の認定した地方公共団体の地方

創生プロジェクトに対して寄附を行う企業版ふ

るさと納税制度もあるので、併せて推進してい

ただきたいと思います。

さきの６月定例会においては、宮崎再生にか

ける予算配分、また全国初、九州初、宮崎初と

なる12の新事業から見える未来創造への取組

等、知事の意気込みが感じられました。

宮崎再生元年がスタートし、いよいよ来年度

からは提案された事業が具現化され、成果が求

められる年になっていくと思います。

そこで、令和６年度当初予算では、知事が掲

げた宮崎再生及び未来創造に向け、どのように

予算編成に取り組まれていかれるのかお伺いい

たします。

現在、宮崎再生に向け○知事（河野俊嗣君）

て、生活者支援や事業者支援などに積極的に取

り組んでいるところでありますが、物価高騰の

長期化、また先行き不透明な国際情勢など、今

なお、多くの県民の皆様や企業等から、生活や

経営が苦しいという切実な声をお聞きしている

ところであります。

そのため、今年度につきましても、国の動向

等を注視しながら、引き続き、柔軟かつ継続的

に対応するとともに、来年度の当初予算編成に

おきましても、宮崎再生を成し遂げるために、

大変厳しい状況にある方々や、農林水産業、中

小企業等に寄り添う施策に積極的に取り組んで

まいります。

さらに、未来創造の取組としまして、本県の

強みを伸ばし、さらなる飛躍につなげるため、

３つの日本一挑戦プロジェクト、「子ども・若
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者」「グリーン成長」「スポーツ観光」の３つ

の分野におきまして、目指す姿や目標を明確に

示した上で、前例にとらわれることのない意欲

的な取組というものを積極的に予算計上してま

いります。

どのような事業、予算編成に○野﨑幸士議員

なるか、期待しながら注視していきたいと思い

ます。

ここからは、公営企業会計の決算について質

問します。

公表された公営企業会計決算見込みによりま

すと、水力発電を主とする電気事業では、純損

失３億7,700万円余で、昭和49年度以来の赤字で

あります。

さらに、日向市の細島地区に工業用水を供給

する工業用水道事業でも、純損失1,800万円余で

平成17年度以来の赤字、新富町で一ツ瀬川県民

ゴルフ場を運営する地域振興事業でも、純損

失900万円余で令和２年度以来の赤字であり、こ

のように、令和４年度決算において、３事業全

てで赤字決算の見込みとなっているようです

が、その要因について企業局長にお伺いいたし

ます。

令和４年度決算見○企業局長（井手義哉君）

込みにおきまして、電気事業につきましては、

部品価格や委託先の人件費の高騰に伴い、今年

度以降の水車発電機精密点検工事に備えるため

の特別修繕引当金が増額となりましたこと等か

ら、昭和49年度以来の純損失を計上したところ

であります。

工業用水道事業につきましては、令和４年台

風第14号により、浄水場が浸水被害を受けまし

たことから、その復旧に係る修繕費等がかさ

み、平成17年度以来の純損失を計上したもので

あります。

地域振興事業につきましても、同じく台風

第14号による冠水被害で臨時休業したことに伴

い、利用者数が減り収入減となったほか、コー

スの復旧に多額の事業費を要しましたことか

ら、令和２年度以来の純損失を計上したもので

あります。

赤字の要因は分かりました。○野﨑幸士議員

企業局の事業の中で、一番柱となるのが電気

事業です。昭和13年から本県の豊富な水資源を

活用した水力発電に取り組んで、現在、14の水

力発電所を運営しており、将来にわたって安定

した経営が重要であると考えます。

この電気事業の今後の経営見通しについて、

企業局長にお伺いいたします。

企業局の発電所○企業局長（井手義哉君）

は、運用開始から60年を超えるものが多く、計

画的に更新を進める必要があります。

今後、売電量が最も大きい綾第二発電所の大

規模改良工事が本格化し、発電が停止すること

等により、令和９年度まで赤字が続く見込みで

あります。

しかし、発電開始後は、売電収入の増加等に

より、更新期間の赤字分の回収も含め、黒字に

戻る見通しであります。

企業局といたしましては、中長期的な収支の

均衡を保ちながら、計画的に設備の更新に取り

組むなど、引き続き、将来にわたっての健全経

営の維持に努めてまいります。

この電気事業では、利益の一○野﨑幸士議員

部を積み立てた地方振興積立金から、過去、平

成28年度から３年間、計30億円を県営電気事業

みやざき創生基金の原資として、また、令和２

年度と３年度の２年間で計20億円を宮崎県国ス

ポ・障スポ大会開催基金の原資として、２度、

一般会計に繰り出されています。このように、
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本県の地域振興などに多大に貢献されています

ので、今後も安定した電気事業が進められるよ

う要望いたします。

このように、本県の財政、企業会計は健全か

つ建設的に運営される中で、本県が抱える大き

な問題の一つが、少子高齢化に伴う人口減少で

す。

本県の人口を見ますと、2030年には100万人を

切り、2040年には90万人を切る推計となってお

り、人口構造の変化は、県民の生活をはじめ、

あらゆる分野に様々な影響を及ぼしていきま

す。

このような大きな問題を背負いながら、将来

の本県のあるべき姿を見据え、あらゆる施策を

進めるために、県は宮崎県総合計画を策定し、

各種施策を進めています。

新たな県総合計画2023のアクションプラン

は、さきの６月議会を受けて策定され、その一

つ前の県総合計画「未来みやざき創造プラン」

におけるアクションプランは、令和元年に策定

されています。

これまでの取組は、宮崎県総合計画審議会で

評価がなされているようですが、令和元年に策

定された前のアクションプランに対する政策評

価結果の概要について、総合政策部長にお伺い

いたします。

前アクショ○総合政策部長（重黒木 清君）

ンプランに基づく４年間の政策評価につきまし

ては、総合計画審議会に諮問し、目標値の達成

状況を参考に、新型コロナの感染拡大など、社

会情勢による影響等も勘案した総合的な観点か

ら評価をいただき、先月、答申を受けたところ

であります。

評価結果としましては、５つのプログラムの

うち、「危機管理強化プログラム」が成果が出

ているとして「Ａ」評価を、「人口問題対応プ

ログラム」「産業成長・経済活性化プログラ

ム」「観光・スポーツ・文化振興プログラム」

「生涯健康・活躍社会プログラム」の４つが、

一定の成果が出ているとして「Ｂ」評価を受け

たところであります。

この政策評価の結果を受け○野﨑幸士議員

て、今後、特にどのような施策に力を入れて取

り組んでいく必要があると考えておられるの

か、総合政策部長にお伺いいたします。

今回は、新○総合政策部長（重黒木 清君）

型コロナの影響や、その対応状況等も含めて評

価をいただいたものでありますが、例えば、観

光分野では、入り込み客数や消費額等の回復状

況は、コロナ前の８割程度にとどまっており、

まずは落ち込んだ需要の回復、物価高騰等への

対応など、県民生活や地域経済の安定化を図っ

てまいります。

また、新たな総合計画に掲げておりますよう

に、人口減少対策は引き続き喫緊の課題と認識

しております。

このため、県内就職や移住など、一定の成果

が出ている施策につきましては、さらなる向上

を目指すとともに、より踏み込んだ対応が必要

と指摘を受けた出生数・出生率の低下や、女性

・若年層の県外流出につきましては、施策間・

部局間の連携を一層図りながら、新たなアク

ションプランにおきまして、しっかりと必要な

対策を講じてまいります。

今の答弁でも若年層の県外流○野﨑幸士議員

出が問題視されていましたが、私も、本県の人

口減少対策の重要な取組の一つが、県内高校生

の県内就職率アップだと考えております。

本県は、高校を卒業した生徒の県内就職率

が、平成27年に54％の全国ワーストとなり、若
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い世代の県外流出が大きな問題になりました。

それから、３年以上に及ぶコロナ禍で移動制限

されたことなどで、県内志向が高まり、昨年３

月に卒業した高校生の県内就職率は62.5％と、

過去10年間で最も高かったものの、全国では

ワースト２位でした。

今年の春、県内高校の就職内定者に占める県

内内定者の割合は65.2％と、コロナ禍前と比べ

て高い水準を維持しているようですが、新型コ

ロナが落ち着き、移動や行動制限等が解除さ

れ、徐々に高校生を中心とする若者の県外流出

が進んでいくことが懸念されます。

本県の高等学校の状況について、公立、そし

て私立を合わせての学校数は、分校を除くと50

校、通信制を除く令和４年度の全生徒数は２

万8,060人です。

今回は、本県の高等学校全生徒数の約３割を

占める私立高等学校について質問します。

私立高等学校では、建学の精神に基づく多様

な教育活動を通じて、進学・スポーツをはじ

め、地域社会の即戦力となる専門人材の育成

等、ふるさと宮崎の若者人材育成の一翼を担っ

ています。

しかしながら、公立と私立高校では、高等学

校等就学支援金制度等で保護者への教育費の負

担軽減が図られていますが、まだまだ私立高校

のほうが負担が大きいのが現実です。

本県として、私立高校に通う保護者等の経済

的負担を軽減するため、どのような取組を行っ

ているのか、総合政策部長にお伺いいたしま

す。

私立高校生○総合政策部長（重黒木 清君）

に対する就学支援につきましては、令和２年度

に国の制度が大幅に拡充され、保護者等の授業

料の負担が大きく軽減されているところであり

ます。

県では、こうした国の制度を活用し、保護者

等の年収に応じて就学支援金を交付するととも

に、低所得者世帯を対象に、授業料以外の、制

服や文房具などにかかる教育費に対して給付金

を支給し、保護者の負担軽減を図っているとこ

ろであります。

さらに、県独自の取組として、私立高校が行

う低所得者世帯の授業料減免に対する補助を

行っております。

今後とも、国の就学支援制度の動向を踏まえ

つつ、学校設置者等と意見交換を行いながら、

効果的な事業実施に努めてまいります。

国が打ち出した私立高等学校○野﨑幸士議員

等授業料軽減補助金制度は、所得に応じて支給

額が２段階あります。

世帯収入が91 0万円未満であれば年間11

万8,800円を上限に、世帯収入が約590万円未満

なら年間39万6,000円を上限に、補助金が支給さ

れます。

昨年９月に実施された県内の令和４年度私立

高等学校の就学資金の支給状況調査では、年

収590万円未満の世帯が約６割、年収590万円以

上910万円未満の世帯が約25％と、590万円を境

に約３倍の格差が生じるわけです。

この格差は、国の制度上、生じた問題であり

ますが、保護者負担を少しでも軽減する目的

で、既に27都府県で独自に支援制度が実施され

ていますので、本県でも、この制度の取組を調

査研究していただき、本県私立高等学校の保護

者負担軽減をさらに進めていただくことを強く

要望いたします。

また、ＩＣＴ教育を進めている中で、私立で

は１人１台端末の取組の遅れが指摘されていま

すし、無線ＬＡＮ等の整備においても、国の補
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助はあるものの巨額の費用がかかるため、進ん

でいないのが現状であります。

ＩＣＴ教育がこれからの本県の教育の中核を

担っていくことや、進化するＤＸ社会へ対応す

る人材育成等を鑑みれば、その充実を図ること

は重要だと考えますので、何らかの支援策を講

じていただくよう要望いたします。

次に、専門学校について質問します。

職業教育機関の中核である私立専門学校は、

令和４年度時点で本県には31校あり、3,685人が

就業的自立とともに、キャリアアップ、キャリ

アチェンジを目的に学んでいて、本県において

は、地元高校生の進学先としても定着している

状況です。

卒業後の地元定着率も高く、社会が求める専

門人材の輩出に貢献しているとともに、冒頭に

申しました、若者の県外流出の防波堤的な役割

を果たしていると思います。

このような中、平成25年度に制度化された文

部科学大臣認定の職業実践専門課程には、本県

では11校26学科が認定され、より実践的な職業

教育が実施されています。

この認定校に対しては、令和４年度から国の

特別交付税による地方財政措置が講じられてい

ますが、本県では職業実践専門課程を有する専

門学校に対する補助が予算化されていないのが

現状であります。

県として何らかの予算措置を講じることがで

きないのか、総合政策部長にお伺いいたしま

す。

本県の専門○総合政策部長（重黒木 清君）

学校におきましては、議員御指摘のとおり、現

在、その約３割に当たる11校26学科が職業実践

専門課程の認定を受けており、企業と連携した

実践的かつ専門的な教育が行われております。

これらの職業実践専門課程は、本県の産業人

材の育成・確保に重要な役割を果たしており、

卒業生の約７割が県内に就職しております。

県といたしましては、県内就職率のさらなる

向上等について、学校設置者と意見交換を行

い、他県の状況も参考にしながら、支援の効果

や必要性について検討してまいります。

答弁にありましたように、卒○野﨑幸士議員

業生の約７割が県内に就職し、即戦力として社

会で活躍していますので、この専門学科に対す

る支援も強く要望しておきます。

若者を県内に定着させるということは、地域

社会の活性化はもとより、結婚や出産等にもつ

ながり、人口減少という問題の大きな解決策の

一つになることは間違いないと確信しています

ので、本県に暮らす全ての若者に着目し、本県

の宝という思いを持って、若者に対する人材育

成、県内定着の取組を進めていただくよう要望

いたします。

次に、マイナンバーカードの取組について質

問します。

まず、マイナンバーカードに関わる手続等の

時系列を振り返りますと、平成27年10月中旬か

ら、住民票を有する方全員にマイナンバーが通

知され、平成28年１月から、マイナンバー制度

の開始と同様に、同時に市町村の窓口でマイナ

ンバーカードの交付が開始されました。

また、平成29年11月から、行政機関が保有す

る自分に関する情報を確認したり、子育てや介

護などの行政手続オンライン窓口であるマイナ

ポータルのサービスが本格的に開始されまし

た。

このような流れで進められたマイナンバー制

度ですが、「個人情報が誰かに見られてしまわ

ないか心配だ」等の国民の不安もあり、なかな
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か普及しない現状を打破し、その活用を促進す

るとともに、消費を活性化させるため、今年２

月末までにマイナンバーカードを申請すること

を条件に、最大２万円のマイナポイントが付与

される事業が今年９月末まで行われます。

こういった中、全国では、公的証明書交付

サービスで、別人の証明書が発行されたり、同

姓同名など他の人の情報とひもづけてしまうな

ど、トラブルが相次いでいますが、本県でも７

月、知的障がい者向けに発行する療育手帳の情

報とマイナンバーのひもづけを2,336件誤ったミ

スが判明しましたが、この要因と、今後、同様

のミスを発生させないための対策について、福

祉保健部長にお伺いいたします。

このたびは、○福祉保健部長（川北正文君）

関係する皆様方に御心配と御迷惑をおかけして

おりますことに対し、深くおわび申し上げま

す。

今回のひもづけ作業につきましては、確立さ

れた作業手順がない中、膨大な事務処理を手作

業で行ったところであり、組織的なチェック体

制が不十分であったことが誤りの主な要因と考

えております。

そのため、今後、作業マニュアルを整備し、

複数の職員によるチェックを徹底するなどの再

発防止対策を講じてまいります。

また、療育手帳の適切な管理とひもづけ作業

等の事務効率化のため、今年度中を目途に「療

育手帳発行管理システム」の構築も進めている

ところであり、国の方針も踏まえ、的確な事務

処理体制を確立してまいります。

徹底したデータ管理の下、作○野﨑幸士議員

業体制の効率化を進めていただくよう要望しま

す。

マイナンバーカードに関するミスの原因で最

も目立つのは、人為的ミスです。答弁にありま

したように、確立されたひもづけ作業の手順が

ない中、細かなデータ処理など膨大な仕事量と

求められるスピードで、職員の負担も相当なも

のがあると思います。

このように、マイナンバーカードに関するミ

スは、急増する膨大な仕事量に携わる職員の疲

労等、働き方にも原因があると思いますが、こ

のマイナンバーカード関連に限らず、これまで

の職員の負担軽減に向けた働き方改革の取組に

ついて、総務部長にお伺いいたします。

多様化・複雑化す○総務部長（吉村達也君）

る行政ニーズに限られた人員で対応するために

は、業務の効率化をはじめとした働き方改革の

推進が重要であります。

このため県では、公務能率や県民サービスの

向上を念頭に、不断の取組として、業務見直し

や簡素化等を図るとともに、デジタル技術によ

る定型的な作業の自動化なども積極的に進めて

いるところであります。

また、職場内での自由闊達な議論を通じてコ

ミュニケーションを図り、職員が互いに助け合

う風通しのよい職場づくりに取り組んでいるほ

か、鳥インフルエンザや新型コロナなど、危機

事象等においては、全庁を挙げて対応し、職員

の負担軽減を図っております。

今後とも、職員一人一人がやりがいと意欲を

持つことができる、働きやすい職場環境づくり

に努めてまいります。

「私だけが」とか「１人で」○野﨑幸士議員

とかいう感情が、一番のストレスにつながりま

すので、みんなで助け合うということを念頭

に、働きやすい職場環境をつくっていただくよ

う要望します。

マイナンバーカードの質問に戻りますが、マ
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イナンバーカードをめぐるトラブルが相次ぐ

中、自治体によってはカードを自主返納される

人が増えているようですが、県内におけるマイ

ナンバーカードの返納の状況について、総合政

策部長にお伺いいたします。

マイナン○総合政策部長（重黒木 清君）

バーカードは、カードの有効期間満了、国外転

出、死亡、本人の希望等の理由により、返納さ

れることとなっております。

市町村に確認したところ、カードに関するト

ラブルが報道され始めた今年の３月から８月ま

での６か月間において、県内で返納された件数

は2,071件です。

このうち、本人の希望により返納された件数

は147件で、６月以降は、それまでの月に比べて

件数が多くなっている状況にあります。

相次いでトラブルが報告され○野﨑幸士議員

てから返納件数が増えているようですが、カー

ドを自主返納された理由は、マイナンバー制度

に対する不信や不安であり、もう少しメリッ

ト、安全性、また運用手続やマイナンバーカー

ドの使い方等を周知すべきだったと思います

が、今後、マイナンバーカードの周知をどのよ

うに進めていかれるのか、総合政策部長にお伺

いいたします。

マイナン○総合政策部長（重黒木 清君）

バーカードは、デジタル社会を支える重要な社

会基盤であり、運転免許証等との一体化が進め

られているほか、県内自治体でもカードを活用

した電子母子手帳の導入や各種手続のオンライ

ン化などが広がってきており、一層利便性が高

まることが期待されております。

また、安全性に配慮し、カードには税や年金

などのプライバシー性の高い情報は入っておら

ず、加えて、顔写真や暗証番号により、悪用困

難な仕組みとなっております。

しかしながら、一連のトラブルによる不安の

声もあることから、県では全国知事会を通じ

て、国に対し、広く国民の理解が得られるよう

丁寧な説明を求めているところであります。

県といたしましても、市町村と連携しなが

ら、ホームページや広報紙などの活用により、

一層の周知を図っていくとともに、現在、行わ

れているマイナンバーの総点検にしっかりと対

応し、制度の適切な運用を進めてまいります。

政府は、「マイナンバー情報○野﨑幸士議員

総点検本部」を設置し、今年11月末を期限とし

て、さらに点検を行うとともに、点検の進捗状

況についても公表することにしています。

この総点検の結果や再発防止策を様子見する

人が増えると想定できますので、改めてマイナ

ンバーカードの制度内容等の周知徹底に努めて

いただくことを要望します。

次に、林業行政について質問します。

知事は、さきの６月議会において、本県の強

みを生かした未来を創る３つの日本一挑戦プロ

ジェクトの一つとして、「グリーン成長で環境

を守り、地域経済を伸ばす」取組を掲げられ、

現在、その体制の構築や具体的な取組内容の検

討などが進められているところだと思います

が、この林業分野に当たるグリーン成長プロ

ジェクトの目指す姿と、実現に向けた取組を環

境森林部長にお伺いいたします。

グリーン成長○環境森林部長（殿所大明君）

プロジェクトでは、ゼロカーボン社会と地域資

源を活用した産業成長の実現を目指しておりま

す。

その取組の柱として、「森林資源の確保、二

酸化炭素の吸収、山地災害の防止につながる循

環型林業の推進」「海外資源への依存を抑える
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循環型農水産業の推進」「各産業部門の成長に

結びつける脱炭素経営の推進」の３つを掲げて

おります。

特に、循環型林業を推進する上で重要となる

再造林をこのプロジェクトの核として位置づ

け、再造林率日本一に向けて、意識醸成や支援

体制の充実、多様な担い手の確保、林業採算性

の向上、県産材の需要拡大などに、林業関係者

・県民・大学・行政が一体となって取り組む

「宮崎モデル」の構築を進めてまいります。

本会議で森林由来のＪ－クレ○野﨑幸士議員

ジット認証促進事業も提案されていますし、グ

リーン成長プロジェクトでは、再造林率日本一

を掲げられています。

再造林においては、森林所有者の経営意欲の

低下や再造林経費の負担増、また、何より少子

高齢化と人口減少による人材の確保が課題にな

ると思われます。

そこで、再造林の担い手確保に向けた取組に

ついて、環境森林部長にお伺いいたします。

県ではこれま○環境森林部長（殿所大明君）

で、県内外における就業相談会の開催や、みや

ざき林業大学校における研修等により、林業担

い手の確保を図ってきたところです。

また、再造林の担い手確保に向けては、今年

度から、植栽作業を行うインターンシップを県

内外から広く募集する取組や、新たに造林事業

を開始する事業体が、造林保育作業者の装備品

を導入する際の支援等を実施しています。

さらに、グリーン成長プロジェクトでは、再

造林対策の強化に伴い、造林保育作業者がこれ

まで以上に必要となることから、多様な担い手

の確保について検討を進めてまいります。

それぞれの取組をしっかり進○野﨑幸士議員

めながら、担い手確保に努めていただくよう要

望します。

このように、人材不足が深刻な林業分野にお

いて、幼少期から木に触れ親しむ、いわゆる木

育の推進は、森林・林業・木材産業、そして環

境を理解し、守っていくために、非常に重要な

取組の一つだと思います。

木育は平成16年に北海道で誕生し、平成18年

９月に閣議決定された森林・林業基本計画にお

いて、木育の促進が明記されました。

本県でも、木育の推進に取り組まれているよ

うですが、本県のこれまでの木育への取組状況

について、環境森林部長にお伺いいたします。

県では、平○環境森林部長（殿所大明君）

成22年度から、木育に関する指導者や支援者を

養成するための研修会を開催するなど、木育活

動を積極的に推進しているところです。

また、平成28年度からは、県産材の地産地消

に取り組む「みやざき木づかい県民会議」に、

幼稚園、保育園や企業、グループなど157団体で

構成する「木育ネットワーク部会」を設け、部

会員が行う木育活動や、県産材を使った遊具導

入への支援などに取り組んでおります。

今後とも、このような推進体制を生かして、

さらなる木育の推進に取り組んでまいります。

「みやざき木づかい県民会○野﨑幸士議員

議」ですが、本県林業の活性化と、豊かな森林

を次世代に引き継ぎ、県民一人一人が木材のよ

さや利用の意義について理解を深め、県民全体

で県産材の地産地消に取り組むことを目的に平

成25年１月に設置され、本県の県産材の普及啓

発活動や、県産材を利用した木造住宅の建築の

促進等を進めているようです。

知事は、この「みやざき木づかい県民会議」

の会長を務められていますが、今後、木育を含

めた木材需要の拡大について、どのように考え
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ておられるのかお伺いいたします。

木育活動などを通じ、○知事（河野俊嗣君）

幼少期から木に触れ、木への親しみを感じる機

会を持つことは、将来、木造住宅や木造の家具

を選択する動機づけとなり、県産材の需要拡大

を図る上でも大変重要であると考えておりま

す。

私は、実家が家具の小売店舗でありますの

で、幼い頃から木に囲まれて育つと、このよう

な素直なよい子が育つ、時々そういうアピール

をしたりしております。

また、県産材の需要拡大は、「伐って、使っ

て、植えて、育てる」という資源循環型林業を

確立する上で不可欠でありまして、現在、検討

を進めております「グリーン成長プロジェク

ト」におきましても、重点的に対策を講じるべ

き課題の一つに位置づけております。

このため、私が会長を務める「みやざき木づ

かい県民会議」においての普及啓発等を通じ、

県産材について、住宅はもとより、店舗やオ

フィスビルなどの木材利用の進んでいない非住

宅分野での需要開拓や、県外、海外への販路拡

大などに、しっかりと取り組んでまいります。

本県の自然環境で育った木の○野﨑幸士議員

ぬくもりや香り等も伝えながら、県産材の需要

拡大にしっかり取り組んでいただくことを要望

いたします。

次に、農畜水産行政について質問します。

本県の農業の抱える様々な課題については、

これまで数多くの議論が行われておりますが、

そのような中、本県を歴史のある農業県として

全国に印象づけたのが、平成27年12月の高千穂

郷・椎葉山地域の世界農業遺産の認定です。

世界農業遺産の目的は、地域環境を生かした

伝統的な農法や生物多様性、農村文化・農村景

観が守られた「農業システム」として一体的に

維持し、次世代へ継承していくことです。

この地域が世界農業遺産に認定されて、もう

じき８年が経過しようとしていますが、こう

いった資源を活用した地域振興や関係人口の増

加、さらには本県の農業を魅力あるものにつな

げる取組も重要だと考えます。

そこで、世界農業遺産認定後の地域活性化の

現状と今後の取組について、農政水産部長にお

伺いいたします。

高千穂郷・椎○農政水産部長（久保昌広君）

葉山地域では、平成27年度に世界農業遺産の認

定以来、地元５町村や県で構成する協議会が中

心となり、伝統的な農林業や優れた景観、文化

等を、「活かす」「育てる」「繋げる」の３つ

の視点で様々な取組を進めております。

その結果、特産品ブランドの開発や棚田保全

の活動等で、地域活動の輪が広がるとともに、

地域を支える若い世代への教育活動が定着して

きたところです。

県としましては、本年４月に開催されたＧ７

宮崎農業大臣会合においても、世界に高く評価

されたこの地域の住民が、今後とも農林業や関

連産業で生計を立てながら誇りと豊かさを実感

できるよう、持続可能な地域の実現につながる

取組を支援してまいります。

本県では、私の地元、田野・○野﨑幸士議員

清武地域の「大根やぐら」と「日南かつお一本

釣り漁業」が日本農業遺産として認定されてい

ます。世界農業遺産、日本農業遺産を生かした

地域振興、農業振興の取組にも力を入れていた

だくよう要望します。

次に、県職員獣医師について質問します。

本県の県職員獣医師は、将来を鑑みたときに

大変厳しい状況にあります。
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本県は、全国でも有数の農業県であり、その

中でもトップレベルの畜産県です。本県の農業

産出額は全国第４位、うち約66％を占める畜産

算出額は全国第３位です。

令和３年度にスタートした第八次宮崎県農業

・農村振興長期計画の畜産版アクションプラン

「みやざき畜産共創プラン」によると、畜産物

輸出の目標値を令和元年の44億円から令和７年

には66億円と拡大しており、これらの成長促進

対応として、令和７年度までに新たな食肉・食

鳥処理施設の整備が２か所掲げられています。

また、県内屠畜場における屠畜頭数も、令和

元年の109万2,000頭から、令和７年度には113

万9,000頭に増やす目標値も掲げられています。

一方、獣医師をめぐる情勢は、全国を見ます

と、獣医系大学の卒業生は、ペット診療に従事

する小動物診療分野に約５割が就職する一方

で、産業動物診療や公務員分野では低い就職率

となっています。

本年、農水省が公表した獣医大学卒業者の就

職状況を見ますと、公務員分野に12％と、ここ

数年、特に新卒者の公務員獣医師への就職率が

減少している状況です。

本県の獣医師採用試験の現状を見ても、獣医

師が十分に確保できていない状況が続いていま

すし、今後、定年退職を迎える年齢層の職員が

一定数おり、さらに厳しい状況が見込まれます

が、県職員獣医師の過去の採用状況と、今後の

退職者予定者の見込みについて、総務部長にお

伺いいたします。

獣医師の採用につ○総務部長（吉村達也君）

きましては、令和２年度が採用予定者12名に対

して、受験者は12名、最終的な採用者が８名、

令和３年度が採用予定者11名に対して、受験者

は13名、最終的な採用者が７名、令和４年度が

採用予定者12名に対して、受験者は10名、最終

的な採用者が５名となっております。

また、今後の退職予定につきましては、定年

年齢が今年度から２年に１歳ずつ段階的に引き

上げられることから、令和６年度及び令和８年

度にそれぞれ８名の定年退職者が見込まれてお

ります。

採用者が採用予定数を下回る状況に加え、今

後も一定の退職が見込まれることから、必要と

する獣医師の確保は大変厳しい状況にありま

す。

答弁の数字からも、獣医師確○野﨑幸士議員

保は大変厳しい状況にあります。

平成22年４月、本県で発生した口蹄疫では、

畜産業のみならず、地域経済や県民生活に大き

な影響を及ぼしました。また、度々発生する鳥

インフルエンザ等、本県職員獣医師が本県畜産

を支える重要な役割を担っているわけです。

現在、本県職員獣医師の労働状況を見ます

と、家畜保健衛生所では、獣医師１人当たり全

国１位の105戸の畜産農家を担っていますし、家

畜飼養頭羽数を牛の頭数に換算した家畜衛生単

位では１万2,731と全国１位、屠畜・食鳥検査員

においては、１人当たりの検査数が九州で１位

と、県獣医師１人当たりの負担も非常に大きい

状況です。

このように、食の安全、動物愛護、食肉検査

など、獣医師は幅広い分野で業務を行ってお

り、特に食肉検査では、今後力を入れていく牛

肉等の輸出業務を担っています。また、西都市

に新たな食肉処理場も整備される計画となって

います。

このような中、県では獣医師確保推進協議会

をつくり、総務部、福祉保健部、農政水産部が

連携して獣医師確保の取組を行っていると聞い
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ています。

本県畜産振興や食肉の安全確保の上で、県職

員獣医師を安定的に確保していくことが非常に

重要だと思いますが、県はどのような取組を

行っているのか、関係部局を代表して、農政水

産部長にお伺いいたします。

県職員獣医師○農政水産部長（久保昌広君）

の役割が重要性を増す一方で、学生の小動物臨

床分野への就職志向が強く、全国的に公務員獣

医師の確保が厳しい状況にあります。

このため、関係部局と連携し、受験年齢の上

限引上げをはじめ、早い段階から公務員獣医師

に関心を持ってもらえるよう、高校生向けガイ

ダンスや、口蹄疫の経験等も踏まえた大学での

出張講義、さらに、興味を持った学生や既卒者

を対象にインターンシップ受入れを行っており

ます。

また今年度、採用試験の回数を増やしたほ

か、新たに業務内容などをＰＲするための動画

配信も行っております。

あわせて、働きやすい環境づくりや、能力向

上のための研修、学会への参加など、職員がや

りがいを持って働くための職場環境づくりに努

めております。

佐賀県では、先月、養豚場の○野﨑幸士議員

豚が家畜伝染病の豚熱（ＣＳＦ）に感染し、相

当数が殺処分されていますし、本県でもワクチ

ンの準備が進められています。このような場面

でも、獣医師の専門的な知識と行動が重要にな

るわけです。

本県の取組は評価しますが、獣医師系の学

生、若者が何を見て就職先を選ぶのか、まずは

給与だと思います。

本県職員獣医師は、先ほど申したように、獣

医師１人当たりが担っている負担が九州・全国

で一番大きい状況にもかかわらず、初任給は九

州で最も低い状況です。

長崎においては、このたび初任給調整手当を

改善したことで、例えば家畜保健衛生所職員の

給与が九州で７番目から２番目にアップするな

ど、給与面からも獣医師確保に力を入れていま

す。また、ホームページ、ＳＮＳでの発信も大

変インパクトがあり、採用試験の回数も、長崎

県は３回行うことで幅広く獣医師確保に取り組

んでおられます。

先ほど答弁にありましたとおり、本県も今年

度、採用試験の回数を増やす見直しをされ、早

速来月に２回目が実施されますが、今後とも、

全国有数の畜産県として、様々な観点から他県

の取組を調査・研究しながら、獣医師確保に全

力で取り組んでいただくことを強く要望いたし

ます。

次に、水産分野について質問します。

水産業においても、他の産業と同様、深刻な

課題が労働力不足であります。

我が国の漁業就業者は、一貫して減少傾向に

あり、本県も同様、５年に１度実施される漁業

センサスの結果に基づく漁業就業者数は、平

成30年は平成25年に比較して475人（17.7％）減

少しており、この状況が続けば、水産物の安定

供給や漁村地域の活力維持に影響が生じること

が懸念されます。

このように労働力不足が顕在化する中で、平

成30年12月に成立した「出入国管理及び難民認

定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」

を受け、特定技能外国人の受入れが進められて

います。

そこで、本県の漁業における外国人の現状

と、日本人就業者の確保の取組について、農政

水産部長にお伺いいたします。
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本格的な人口○農政水産部長（久保昌広君）

減少社会を迎え、漁業就業者の確保がこれまで

以上に重要でありますので、県では、外国人材

はもとより、本県水産業の核となる日本人就業

者の確保に取り組んでおります。

その結果、外国人材につきましては、コロナ

禍において一時的に減少したものの、現在は561

名と以前の水準に戻り、コロナの影響も緩和さ

れております。

日本人の漁業就業者につきましては、新規就

業者の確保のために、就業情報の発信や受入れ

経営体での研修等に取り組んでおります。ま

た、人材を育成するために、漁船の運航に必要

な資格取得の支援なども行っているところで

す。

今後とも、関係団体と連携し、漁業就業者の

確保を推進してまいります。

なかなか思っているように成○野﨑幸士議員

果が出ないかもしれませんが、引き続きしっか

り取り組んでいただくことを要望します。

続いて、水産資源についてですが、今年５月

に農林水産省から、昨年の日本の漁業・養殖業

生産量が発表されました。

前年比7.5％減の約386万トンと、調査開始以

来、初めて400万トンを下回りました。しかし、

この水産資源の減少が深刻であることを国民が

感じていないのが現状です。

そこで、水産資源の持続的利用について、本

県はどのように取り組まれているのか、農政水

産部長にお伺いいたします。

県では、第六○農政水産部長（久保昌広君）

次水産業・漁村振興長期計画に基づき、関係者

と一体となって、水産資源の持続可能な利用管

理を推進しております。

具体的には、アマダイやヒラメなど、沿岸の

主要な水産資源について、水産試験場が科学的

に行う資源評価結果に基づき、県は、魚種ごと

に禁漁期や漁獲量の上限を定め、また、漁業者

は、それらに加えて漁に出るのを控えたり、漁

具の制限等、自主的な資源管理にも取り組んで

おります。

また、漁業者等が稚魚のすみかとなる藻場や

干潟等の保全活動を行い、そこに県などが稚魚

を放流することで、効果的な資源の増殖に努め

ております。

こうした取組に加え、浮き魚礁等の整備によ

る生産性の高い漁場造成を通じて、水産資源の

持続的利用を進めております。

資源には限りがありますの○野﨑幸士議員

で、しっかり取り組んでいただくことを要望し

ます。

去る７月に、環境農林水産常任委員会で宮崎

市青島の水産試験場を視察しました。

水産試験場は、昭和45年に再設置されてから

今年で54年目になり、施設の老朽化が顕著な

上、去る３月には、試験場内の魚の餌を保管す

る冷蔵庫で火災も発生しています。

試験場では、アマダイ類における親魚養成技

術や遺伝子を利用した育苗技術やウナギの稚仔

魚飼育技術等、貴重で重要な研究を行っていま

すし、試験場に勤める職員の労働環境、県民か

ら親しまれる試験場という観点からも、建て替

えが必要ではないかと感じました。

今年度の当初予算に、水産試験研究体制等の

機能強化及び運営の合理化に係る基本計画を策

定するための水産試験研究体制強化事業が新し

く盛り込まれ、現在検討が進められていること

と思いますが、水産試験場の体制強化に向けた

構想はどのような視点で検討されているのか、

知事にお伺いいたします。

- 57 -



令和５年９月13日(水)

水産試験場は、水産の○知事（河野俊嗣君）

スマート化や資源の有効利用に係る技術開発な

どに取り組んでおりまして、本県水産業の成長

産業化に大変重要な役割を担っております。

水産資源や藻場の減少、担い手不足、さらに

は近年の物価高騰など、水産業を取り巻く現状

が厳しい状況にある中、水産試験場におきまし

ては、最先端の技術を駆使した試験研究の高度

化とともに、老朽化している施設や設備への対

応が急務であると認識をしております。

このため、本年度、施設の再整備も含めた体

制強化の調査及び検討を進めております。

その検討に際しましては、「漁業の現場に密

着した試験研究体制」及び「関係機関との連携

強化による技術開発の効率化」という２つの視

点を持って、研究の高度化と効率化の両立や、

運営体制の合理化を進めることとしておりま

す。

水産試験場が今まで行ってき○野﨑幸士議員

た調査・研究、技術向上等がさらに発展するよ

うな体制を構築していただくよう要望します。

次に、県産品の輸出拡大に向けた取組につい

て質問します。

我が国の農業は、人口減少や食生活の変化な

どの要因で、国内マーケットが縮小傾向にあ

り、将来を描きにくい困難な状況にあります。

一方、海外に目を向けますと、世界の人口は

現在80億人を上回っている状況で、今後も増え

続け、これに伴い、世界の食の市場規模も拡大

すると予想されています。特に人口増加の著し

いアジア諸国では、食の市場規模がおよそ２倍

に増加すると予測されています。

このように、海外での食に対する需要の高ま

りをいかに国内の生産力に結びつけるかが、こ

れからの日本の農業発展に向けた重要なポイン

トであり、全国有数の農林水産業の県である本

県にとって、これからの農林水産物・食品の輸

出促進が、本県産業の発展に大きく寄与すると

思います。

そこで、本県の農林水産物・食品の輸出促進

戦略について、商工観光労働部長にお伺いいた

します。

県で○商工観光労働部長（丸山裕太郎君）

は、国際・経済交流や多文化共生社会づくりな

ど、グローバル関連施策を推進するため、「み

やざきグローバルプラン」を策定し、その中

で、「グローバル経済交流の強化」を施策の柱

の一つと位置づけ、県内生産品の輸出促進に取

り組んでおります。

特に、本県が強みを持つ農林水産物・食品に

ついては、今年６月に改定した同プランにおい

て、輸出額を令和３年の約187.5億円から、令和

８年までに210億円に拡大する目標を設定したと

ころです。

同プランでは、輸出先国の市場に対応した商

品づくり、またデジタル化の進展に対応した新

たな販路開拓・拡大等を促進することとしてお

り、目標達成に向け、関係機関と連携しなが

ら、戦略的に施策を展開してまいります。

日本からの輸出先１位の中国○野﨑幸士議員

が、先般、東京電力福島第一原子力発電所にた

まる処理水の海への放出を受けて、日本産の水

産物の輸入を全面的に停止し、今後、様々な影

響が生じることが懸念されますが、輸出促進が

これからの農林水産業に大きな支えになること

は間違いないと思いますので、みやざきグロー

バルプランの目標達成に向けて、しっかり取り

組んでいただくことを要望します。

さて、本県の輸出促進においては、みやざき

「食と農」海外輸出促進協議会において、関係
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者一体となって取組を進められておられるよう

ですが、みやざき「食と農」海外輸出促進協議

会の会長を務めておられる日隈副知事に、これ

からの農畜水産物の輸出拡大に向けての意気込

みをお伺いいたします。

本県農畜水産物につ○副知事（日隈俊郎君）

きましては、４月に開催されましたＧ７宮崎農

業大臣会合におきましても、宮崎牛をはじめ高

い評価をいただき、改めて世界に通用するもの

と、自信を深めたところであります。

今後、コロナ後における経済活動再開の機を

逃さず、輸出拡大に取り組んでいく必要がある

ものと考えております。

具体的には、宮崎牛では「おいしさ日本

一！」を前面に押し出したプロモーションの実

施や、キンカンでは、春節の時期に合わせたア

ジア圏での販路拡大に加えて、中近東のドバイ

など新たな市場の開拓にも取り組んでまいりま

す。

さらに、10月に開催されます宮崎県人会世界

大会や、国際定期便の運航再開などを追い風

に、輸出先国のニーズに合う戦略を取りなが

ら、積極的なＰＲ等の展開に取り組み、一層の

輸出拡大につなげてまいります。

本県で開催される国際的な催○野﨑幸士議員

しなど、あらゆる場面において輸出促進につな

がる仕掛けを講じていただくことを要望しま

す。

次に、土木行政について質問します。

まず、盛土規制法についてであります。

令和３年７月、静岡県熱海市で、大雨によっ

て違法盛土が崩壊し、大規模な土石流により、

甚大な人的・住家被害が発生しました。

このような危険な盛土について、法律による

規制が必ずしも十分でないエリアが存在してい

ることを踏まえ、今年５月に宅地造成及び特定

盛土等規制法が施行されました。

本県においても、昨年の台風第14号の大雨に

より、美郷町において、県が地滑り防止工事の

際に造成した盛土の一部が崩れ、土石流が発生

しています。

今後、県では、新たな法律により、規制区域

を指定していくことが見込まれます。熱海市で

発生した被害を繰り返さないためにも、隙間が

ないよう規制していくことが重要と考えます

が、盛土規制法における規制区域の指定に向け

た取組状況について、県土整備部長にお伺いい

たします。

盛土規制法に○県土整備部長（原口耕治君）

基づく規制区域につきましては、危険な盛土か

ら人命や財産を守るため、盛土等の崩落により

人家等に被害を及ぼし得る区域を、県と中核市

である宮崎市において指定することになりま

す。

このため、昨年度末から、人家の密集度や地

形条件などに応じた異なる２つの区域を設定す

るための基礎調査に取り組んでおり、現時点で

は、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわ

らず、県内ほぼ全域がいずれかの規制区域にな

る見込みであります。

県としましては、今年度中に基礎調査の結果

を取りまとめ、来年度に市町村長への意見聴取

やパブリックコメントを実施した後、規制区域

の事前公表を経て、令和７年度に規制区域を指

定する予定としております。

令和７年度の規制区域の指定○野﨑幸士議員

に向けて、しっかりと取組を進めていただくよ

う要望します。

この盛土規制法による規制区域の指定後は、

盛土等を行う際に、様々な制約がかかることに
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なると思いますが、規制区域の指定後に新たに

必要となる手続とその周知について、県土整備

部長にお伺いいたします。

規制区域内で○県土整備部長（原口耕治君）

一定規模以上の盛土等を行う事業者は、あらか

じめ知事または宮崎市長への届出や許可が必要

となります。

許可申請において、技術的基準への適合や、

土地所有者の同意等が必要となり、許可された

後も、工事期間中の定期報告や検査を受けるこ

とになります。

また、規制区域内の土地所有者等に対しまし

ては、過去の盛土を含め、常に安全な状態を維

持する責務が生じます。

このようなことから、現在、事業者となり得

る建設業協会等を訪問し、法の趣旨、許可手続

等についての説明や意見交換を行っているとこ

ろであります。

県としましては、今後とも、規制内容につい

て広く県民への周知に努めながら、危険な盛土

等を防止する取組を関係部局と連携して進めて

まいります。

盛土規制法の趣旨等、周知を○野﨑幸士議員

してもらい、無届けの盛土や危険な盛土等を防

ぐ取組を、関係部局と連携してしっかりと進め

ていただくよう要望します。

続きまして、国土強靱化についてですが、国

土強靱化対策が積極的に進められるようになっ

た、平成23年に発生した東日本大震災の教訓を

生かすべく、平成25年12月に国土強靱化基本法

が施行され、翌年６月には、同法に基づき、国

土強靱化基本計画が策定されました。

その後、平成30年に発生した西日本豪雨や台

風第21号等の被害を受け、「防災・減災、国土

強靱化のための３か年緊急対策」が閣議決定さ

れました。

平成30年度から令和２年度まで実施された３

か年緊急対策では、約７兆円の予算で集中的に

重要インフラ等の工事が進められました。

政府は、この期日を令和７年度まで延長し、

約15兆円の予算で、現在、国土強靱化５か年加

速化対策として、高度成長期以降に集中的に整

備されたインフラの老朽化への対応や、激甚化

する風水害や大規模地震等への対策等を中心

に、追加的に必要な対策を実行していますが、

これまでの国土強靱化３か年緊急対策、また追

加された５か年加速化対策の取組状況と、その

成果をどのように捉えているのか、県土整備部

長にお伺いいたします。

国土強靱化の○県土整備部長（原口耕治君）

３か年緊急対策につきましては、河川の浸水対

策や道路ののり面対策、橋梁や港湾岸壁の耐震

対策などに取り組み、５か年加速化対策では、

新たに高速道路のミッシングリンク解消や、イ

ンフラ老朽化対策などを加え、様々な取組を

行っているところであります。

これらの成果としましては、昨年の台風第14

号では、過去の同規模の降水量に対し、家屋の

浸水戸数が減少したことや、東九州自動車道清

武南－日南北郷間の開通をはじめとする高速道

路の整備の促進、橋梁の老朽化対策が前倒しに

なるなど、県土の強靱化は着実に進んでいると

認識しておりますが、いまだその取組は道半ば

であります。

今後とも、必要な予算確保に努め、国土強靱

化にしっかり取り組んでまいります。

引き続き、国土強靱化に関す○野﨑幸士議員

る全ての事業にしっかり取り組んでいただくこ

とを要望します。

現在、進められている５か年加速化対策は、
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年次計画において３年目となる令和５年度まで

に約9.9兆円の事業規模となっているようです

が、予算規模総額15兆円の約３分の２が執行さ

れることを鑑みると、残りの予算措置に不安を

抱きますし、残り３か年という短い時間で、県

土強靱化に必要な取組を全て実現することはで

きず、中長期的な視点に立った目標、計画に基

づいた対策を今後とも着実に進めていくことが

必要であると考えます。国土強靱化５か年加速

化対策後も県土の強靱化を持続的・安定的に着

実に進めることが重要と考えますが、必要な予

算の確保に向けた考え、取組について、佐藤副

知事にその思いをお伺いいたします。

国土強靱化は、大規○副知事（佐藤弘之君）

模自然災害から人命や財産、生活を守り、経済

活動を含む社会の重要な機能を維持するための

国家百年の大計であり、持続可能な社会を形成

する上でも、欠かすことのできない取組である

と認識しております。

私は先月、昨年度の台風の被災地を訪問しま

した。災害復旧箇所が工事中に再度被災する

等、本県は風水害や土砂災害等の自然災害の影

響を受けやすく、さらなる強靱化が必要である

ということを実感いたしました。

このようなことから、県民の命と暮らしを守

るために、県土の強靱化を５か年加速化対策後

も、国で策定予定の国土強靱化実施中期計画の

下で、持続的・安定的に推進することが重要で

あるというように、思いを強くしたところでご

ざいます。

私としましては、徹底した現場主義の下、こ

れまでの経験や人脈を最大限に生かし、県土の

強靱化に必要な予算の確保に全力で取り組んで

まいります。

国土交通省で培われたこれま○野﨑幸士議員

での経験を生かし、安全・安心な県土を構築し

ていただけるよう、佐藤副知事にはエールを送

ります。

次に、建築行政の取組について質問します。

まず、木造住宅の耐震化についてですが、過

去に起きた熊本地震では、住家被害は全壊8,667

棟、半壊３万4,719棟に上り、阪神・淡路大震災

では、全壊が約10万5,00 0棟、半壊が約14

万4,000棟に達しました。

この阪神・淡路大震災で死亡された方の約４

分の３は、倒壊した家屋による圧死・窒息によ

るものだと言われ、その大多数が古い木造住宅

であったとされています。

この阪神・淡路大震災をきっかけに、過去の

大震災の教訓を踏まえ、平成７年12月に耐震改

修促進法（建築物の耐震改修の促進に関する法

律）が施行されましたが、木造住宅の耐震化の

現状と今後の取組について、県土整備部長にお

伺いいたします。

本県におい○県土整備部長（原口耕治君）

て、昭和56年改正の耐震基準を満たす住宅の耐

震化率は、令和２年度末で約84％であり、その

うち木造住宅の耐震化率は約79％となっており

ます。

このような中、県では、令和７年度末の目標

とします住宅の耐震化率90％達成に向け、市町

村を通じて補助事業の活用を促すなど、重点的

に木造住宅の耐震化を推進しております。

しかしながら、耐震改修が必要となる木造住

宅の所有者は高齢者が多く、工事費用に負担を

感じたり、耐震化の必要性の認識が薄いなどの

実情があります。

このため、県としましては、耐震化の重要性

の啓発や補助制度の周知、必要な予算の確保な

ど、今後とも、市町村と連携して、住宅の耐震
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化に積極的に取り組んでまいります。

啓発・周知等にしっかり取り○野﨑幸士議員

組んでいただき、木造住宅の耐震化を推進して

いただくよう要望します。

住宅関連で問題が深刻化しているのが空き家

問題です。空き家が増え続ける背景には、長寿

化、持家率の高さ、核家族化が連動しているこ

とがあります。

人口の多い団塊の世代は持家率が86％以上と

言われ、2025年問題にあるように、残り２年で

その世代が75歳以上の後期高齢者となります。

また、2025年以降、日本では毎年150万人以上

が亡くなる多死社会となり、今後、空き家はさ

らに増えていくことが懸念されます。

国としてもこの問題に対処すべく、平成27年

２月に「空家等対策の推進に関する特別措置

法」が施行され、来年４月から相続登記が義務

化されますが、県として空き家対策についてど

のように取り組んでいるのか、県土整備部長に

お伺いいたします。

空き家対策に○県土整備部長（原口耕治君）

つきましては、「空家等対策の推進に関する特

別措置法」において、市町村は、空家等対策計

画を策定し、この計画に基づき空き家の活用や

除却等の対策を行い、県は、市町村に対する助

言や援助を行うこととされております。

このため県では「市町村空き家連絡調整会

議」などにより、先進的な取組の情報提供等を

行っているところであります。

また、空き家対策を円滑に進めるため、国は

今年６月に法律を改正し、緊急時における危険

な空き家の除却等の対策を強化する予定である

ことから、県としましては、国からの新たな情

報の収集や提供など必要な支援を行い、引き続

き市町村と連携を図り、良好な居住環境の確保

に取り組んでまいります。

空き家とは異なりますが、木○野﨑幸士議員

造建築物の耐震化の重要性について考えさせら

れた出来事として、今年７月に宮崎市で発生し

た青空ショッピングセンターの事案がありまし

た。住民の安全・安心な生活、地域をつくる上

でも、しっかり取り組んでいただくよう要望い

たします。

次に、警察行政の取組について質問します。

まず、自転車事故対策についてです。

自転車事故の状況は、全国的には２年連続で

増加し、全体の事故の中で、自転車が関連して

いる事故の割合も増加傾向にあるようです。

こういった状況を背景に、今年４月に改正道

路交通法が施行され、自転車を利用する人のヘ

ルメット着用が努力義務になりました。

公布から施行まで約１年間の中で、各都道府

県の警察でヘルメット着用に向けた普及活動が

行われているようですが、本県における自転車

事故の発生状況と、自転車ヘルメット着用促進

に向けた取組について、県警本部長にお伺いい

たします。

昨年の県内の自○警察本部長（平居秀一君）

転車事故発生件数は413件で、平成21年の1,693

件をピークに年々減少しております。

全事故に占める自転車事故の割合は、昨年

は10.9％で、平成21年の15.4％と比較すると減

少傾向にあります。

一方で、過去10年間の自転車乗車中の死者を

見てみますと、死者33人のうち約７割に当た

る23人が頭部を負傷しており、そのうちヘル

メット着用は１人だけでした。

自転車ヘルメット着用促進の取組につきまし

ては、テレビ、新聞、ＳＮＳ等による積極的な

広報啓発を行っておりますけれども、自転車事
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故に関しましては、特に高校生の関与する割合

が28％以上と極めて高いことから、学校等の関

係機関・団体と連携しつつ、交通安全教室等の

機会を通じて着用の促進を図ってまいります。

先月、宮崎市大塚町の県道で○野﨑幸士議員

高校生が、そして宮崎市高岡町の国道で女性

が、いずれも車と自転車の事故によって亡くな

りました。心から御冥福をお祈りいたします。

県においては、９月８日に県警と協力して、

朝の通勤時間に県庁駐輪場においてヘルメット

着用の呼びかけ、啓発チラシの配布を実施しま

した。先ほどのような悲しい事故が起きないよ

う、自分の身を守るという観点から、ヘルメッ

ト着用を強く推進していただきますよう要望い

たします。

次に、高齢運転者による交通事故対策につい

て質問します。

昨今、全国的に高齢運転者による重大事故が

大きな社会問題になっています。

高齢化が進展する我が国において、75歳以

上、80歳以上の運転免許保有者数は年々増加し

ており、令和３年には75歳以上の運転免許保有

者数が600万人を超えました。

高齢運転者の事故の原因として特に多いの

が、ブレーキとアクセルの踏み間違い等の運転

操作ミスです。

本県における高齢運転者の交通事故発生状況

について、県警本部長にお伺いいたします。

県内の高齢運転○警察本部長（平居秀一君）

者による交通事故発生件数は、令和４年から過

去５年間を見ますと、平成30年の1,920件をピー

クに年々減少しております。

また、死者につきましては、令和元年の19人

をピークに、令和３年は７人にまで減少しまし

た。

昨年の県内の高齢運転者による交通事故発生

件数は1,124件で、対前年比で192件減少しまし

たが、全事故に占める割合は29.6％と、高齢運

転者の事故統計を開始した平成18年以降、最も

高くなりました。

また、高齢運転者による事故の死者は11人

で、前年対比で４人増えております。

警察では、高齢運転者の交通事故防止対策は

喫緊の課題であると認識しており、制限運転の

普及促進や、安全運転相談の充実、免許の自主

返納者への支援等の対策を推進し、交通事故防

止に努めてまいります。

本県においても事故件数が減○野﨑幸士議員

少する中で、高齢運転者による事故の割合は高

止まりにあるようです。全国と同様、本県も高

齢者の運転免許保有者が増加しており、今後も

この傾向は続くと推測できます。

このような中、本県では、ここ数年、毎

年4,000～5,000人の高齢者が免許証を自主返納

されているようですが、仕事や買物、通院な

ど、移動手段として車の必要性が大きい特に中

山間地域等においては、返納が難しい現状で

す。

そこで、本県では、令和元年５月から、高齢

者が天候や時間、体調に応じて自分自身で決め

たルールで運転する制限運転の取組が進められ

ており、県警の制限運転の受付箇所を増やすな

どの取組により、その人数は増えているとのこ

とでした。

引き続き、高齢運転者の事故のリスクを減ら

し、少しでも長く安全運転を続けられるよう、

しっかり取り組んでいくことを要望いたしま

す。

次に、少年犯罪について質問します。

令和４年版警察白書によりますと、刑法犯少
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年の検挙人員は、18年連続の減少となっていま

す。少子化もその要因の一つかもしれません

が、同年齢層の人口1,000人当たりの検挙人員

は2.2人と、成人と比べて引き続き高い水準にあ

るようです。

県内における少年犯罪の現状と今後の非行防

止への取組について、県警本部長にお伺いいた

します。

県内における少○警察本部長（平居秀一君）

年犯罪につきましては、令和５年７月末現

在、134人を検挙しており、前年比36人増となっ

ております。

このうち、万引きなどの窃盗が54人と、全体

の40％を占めており、本年の特徴といたしまし

ては、複数の少年らが共謀し、出会い系サイト

などを通じて被害者を呼び出して金品を要求す

る事件や、少年による大麻事犯の検挙も増加し

ております。

警察といたしましては、非行情勢を踏まえ、

学校当局と連携した非行防止教室や薬物乱用防

止教室のほか、地域の防犯ボランティアと連携

した少年補導活動などにより、非行少年を生ま

ない社会づくり活動を推進してまいります。

時代かもしれませんけれど○野﨑幸士議員

も、私が若い頃は、薬物とかＳＮＳ関連の少年

犯罪をほとんど耳にしなかったんですが、本当

に今の犯罪は多様化していると感じます。

昨今、商業施設開業など再開発が進み、コロ

ナ禍の行動制限が緩む中、今年に入って、宮崎

駅東口から文化の森公園にかけて発生した、少

年等による事件の報道をよく耳にします。

また、若者のたまり場となっている宮崎駅周

辺ですが、再開発が進められる中、その周辺を

見ると、宮崎駅西口には交番が設置されていま

すが、東口には警察施設がありません。

警察も治安改善に向け、様々な取組を行われ

ているようですが、宮崎駅周辺における少年非

行等の現状と対策、今後の課題について、警察

本部長にお伺いいたします。

文化の森公園も含○警察本部長(平居秀一君)

めた宮崎駅周辺では、少年による傷害や恐喝な

どが発生するとともに、少年蝟集などによる治

安悪化が懸念されているところであります。

警察では、新設いたしました自動車警ら隊も

投入し、パトカーを常駐させての警戒活動など

のほか、宮崎北警察署が主体となり、教育関係

機関や宮崎駅周辺の企業・店舗関係者らによる

総合対策会議を開催し、官民一体となった取組

を進めております。

引き続き、治安改善に向けた対策を講じてま

いりますが、議員御指摘のとおり、宮崎駅東口

には警察施設がない現状でありますので、今後

の治安情勢を踏まえながら、活動拠点について

も検討してまいります。

総合対策会議の報告による○野﨑幸士議員

と、宮崎駅周辺の刑法犯認知件数が前年同期比

で約３割減ったとのことで、官民一体となった

取組の成果だと思います。

青少年がかけがえのない人生を誤ることなく

健全に歩んでいけるよう、少年犯罪防止に御尽

力いただきますよう要望いたします。

次に、サイバー対策について質問します。

デジタル化の進展に伴い、データを不正に暗

号化し、復元と引換えに身代金を要求するラン

サムウェアによる被害や、匿名性が高いダーク

ウェブを利用した闇バイトの募集や違法薬物等

の取引など、様々なサイバー犯罪が増加してお

り、本県においても、サイバー空間の脅威が深

刻なものとなっています。

この脅威に対処すべく、県警においては、生
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活安全部内にサイバー犯罪対策課が設置されま

したが、通信インフラの多様化を踏まえると、

優秀な人材の確保や育成、さらには、県警が一

体となった対処体制の整備が必要であると考え

ます。

そこで、サイバー空間の脅威に対する警察の

対策と今後の課題について、警察本部長にお伺

いいたします。

現在のサイバー○警察本部長（平居秀一君）

事案は、国境を越え、進化する情報通信技術

が、様々な犯罪に悪用されている現状にありま

す。

そのため、本県警察では、関係部門が一体と

なって事案に対処するとともに、警察庁サイ

バー特別捜査隊と連携するなど、組織的な捜査

を推進しているところであります。

また、これらの捜査を支えるサイバー人財の

確保・育成を図るため、情報工学の枠での採用

制度の導入や、サイバー研修制度の充実などに

取り組んでおります。

今後とも、変容するサイバー空間の脅威に的

確に対処するためには、警察が保有するリソー

スの有効活用が必要であると考えておりますの

で、既存の体制をベースに、部門横断的な体制

の拡充を検討してまいります。

目に見えない脅威ですので、○野﨑幸士議員

県民への啓発・周知活動も含め、しっかり取り

組んでいただくよう要望します。

次に、医療・福祉行政の取組について質問し

ます。

まず、熱中症対策についてです。

熱中症は様々な生活の場面において発生し、

全国の死者数の推移を見ますと、平成13年から

平成17年までの年平均死亡者数に比べ、平成28

年から令和２年までの年平均死亡者数は３倍以

上に増えています。

特に近年は、65歳以上の高齢者が８割を超え

ている状況ですが、本県の熱中症の現状と、特

に高齢者をはじめとした予防啓発の取組につい

て、福祉保健部長にお伺いいたします。

本県の今年５○福祉保健部長（川北正文君）

月１日から８月27日までの熱中症による救急搬

送人員は、速報値で754名と、前年同時期より33

名多く、また、17名の方が重症と診断されてい

ます。

年齢区分別では、18歳未満が11.9％、18歳以

上65歳未満が28.8％、65歳以上が59.3％となっ

ています。高齢者が半数以上を占めており、暑

さや水分不足に対する感覚機能の低下により、

特に注意が必要であるとされています。

県としましては、引き続き、市町村等と連携

しながら、各種広報媒体を活用し、適切な室温

管理や小まめな水分補給、高齢者をはじめとす

る周囲の人たちへの目配りや声かけ等、熱中症

予防の啓発に努めてまいります。

引き続き、しっかり取り組ん○野﨑幸士議員

でいただくことを要望します。

こういった現状の中で、今年の７月に山形県

の女子中学生が、部活動を終え、帰宅途中に熱

中症の疑いで病院に搬送され、その後、死亡し

ています。

また８月には、北海道女子児童が体育の授業

中に倒れ、死亡する事案も発生していますが、

本県における学校での熱中症の現状とその対策

について、教育長にお伺いいたします。

学校では、これま○教育長（黒木淳一郎君）

でも熱中症対策としまして、暑さ指数の測定に

よる活動の判断や運動量の調整、健康観察、適

切な水分・塩分の補給等、子供の命を守るため

の取組を行ってまいりました。
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さらに、昨今の気候変動にも鑑み、県教育委

員会では、昨年６月に「学校における熱中症対

策ガイドライン」を作成し、周知しておりま

す。

そのような中、昨年度は２件、熱中症による

緊急搬送がありました。いずれも軽度の症状

で、その日のうちに帰宅しております。

これらの状況を踏まえ、今年度当初、熱中症

の事故防止やガイドラインの活用について、再

度、通知をしております。

ちなみに、今年度の現時点では、この夏、１

件の緊急搬送がありまして、改めて２学期当初

に通知をし、熱中症対策のさらなる徹底を図っ

たところであります。

まだまだ残暑が続くと思われ○野﨑幸士議員

ますので、効果的な普及啓発や注意喚起に取り

組んでいただくよう要望いたします。

次に、感染症対策について質問します。

人類史上まれに見る巨大災害となった新型コ

ロナ、毎年感染が懸念される季節性インフルエ

ンザ、この夏、本県でも流行したヘルパンギー

ナ、マダニが媒介するＳＦＴＳなどの感染症で

すが、今年の夏を中心に、そのおのおのの感染

が幾度となく報じられました。

今後もコロナをはじめ様々な感染症の流行が

懸念され、県民への注意喚起が重要だと思われ

ますが、県の取組について、福祉保健部長にお

伺いいたします。

県では、感染○福祉保健部長（川北正文君）

症の発生動向の把握と、県民への速やかな情報

提供を行うため、発生動向調査を実施し、感染

症週報により公表しております。

特に、新型コロナ対策では、感染拡大時に知

事会見を行うなど県民に注意喚起するととも

に、感染状況を分かりやすくお伝えするため、

県独自の取組として、圏域ごとに流行状況を色

分けし、また、県全体の推計患者数を示してお

ります。

さらに、手洗いや換気など基本的な感染対策

について、新聞やラジオ等を通じて周知してお

ります。

その他、インフルエンザや子供の感染症につ

いては、流行状況に応じて注意報や警報を発表

するとともに、ＳＦＴＳなどのマダニ感染症に

ついては、ダニの活動が活発になる春から秋に

かけて啓発を強化するなど、流行が懸念される

時期に合わせて、随時、県の様々な広報媒体を

通じて注意喚起を行っております。

各感染症においては、本県で○野﨑幸士議員

も重症化や亡くなられる方もいますので、注意

喚起や予防対策の周知等をしっかり行っていた

だくことを要望します。

次に、看護師の特定行為について質問しま

す。

国は、団塊の世代が75歳以上となる2025年を

めどに、住まいを中心に、生活支援・介護・医

療、そして予防が一体的に提供される、地域包

括ケアシステムの構築を推進しています。

担当課にその進捗状況をお聞きしたところ、

ほぼ全県的に中学校区単位でその構築は終わっ

ているとのことでしたので、住民に対して、そ

の周知等を行っていただくよう要望します。

このように、病院から在宅への流れの中で、

地域づくりと並行して在宅医療も進められてい

ますが、医師や看護師不足が懸念され、特に看

護師の役割拡大が重要視されています。

今後の在宅医療などを支えるために、医師が

あらかじめ作成した手順書により、特定行為を

行える看護師の研修が進められているわけです

が、看護師の特定行為研修に関する本県のこれ
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までの取組と現在の状況について、福祉保健部

長にお伺いいたします。

特定行為研修○福祉保健部長（川北正文君）

制度を推進するため、県では令和２年11月に、

大学や医師会、看護協会等の関係機関と推進検

討会を設置し、医療機関等へのアンケートを通

じた課題等の把握や制度の周知に取り組むほ

か、研修参加にかかる費用の支援を行ってまい

りました。

また、特定行為の研修機関等に対しては、初

年度の運営費や備品購入など開設準備経費の支

援を行っており、令和５年７月現在、県内の指

定研修機関は３施設、研修修了者は26名となっ

たところであります。

県としましては、今後とも関係機関等と連携

して、医療機関の管理者等に対し、看護師の特

定行為の意義やメリット等の周知を図るなど、

引き続き、研修修了者の増加と研修機関の拡充

に努めてまいります。

今後の医療福祉を充実させる○野﨑幸士議員

中で、この看護師による特定行為は必ずその必

要性が高まりますので、さらなる研修修了者の

確保を進めていただくよう要望します。

次に、特定行為研修を修了した看護師の活用

について、県の考えを福祉保健部長にお伺いい

たします。

特定行為研修○福祉保健部長（川北正文君）

を修了した看護師は、胃瘻チューブの交換な

ど、医師の指示を待たずに、あらかじめ定めら

れた手順書に基づき、一定の診療の補助を行う

ことが可能となります。

このため、医療・介護のニーズが高まる中、

特にその役割が期待される在宅療養や介護施設

をはじめ、医療機関における看護師の資質向上

やチーム医療の推進、さらには、医師の働き方

改革に伴うタスクシフトの推進など、本県の地

域医療に寄与するものと考えております。

また、専門的できめ細かな医療・看護の提供

は、患者や家族の医療満足度の向上や安心感に

もつながることから、県としましては、特定行

為研修を修了した看護師が県内各地で活躍でき

るよう、関係機関と連携して取り組んでまいり

ます。

在宅医療を中心に地域医療で○野﨑幸士議員

の活躍が大いに期待されますので、今後の育成

と活躍できる場の確保に取り組んでいただくよ

う要望します。

このように新たな地域医療体制を構築しなが

ら、持続可能な地域づくりで重要なのは、その

地域に若者が暮らし続け、移住者が増加するこ

とです。そのためには、地域で安心して暮らす

ための教育や医療などの環境が整っていること

が必要です。

特に医療環境を鑑みますと、地域によっては

産科医がいなくなってしまって、住んでいる地

域でお産ができなくなったとか、小児科医が高

齢になってきて、夜間の診療対応が難しくなっ

てきたなど、これまで受けられた医療も今後は

受けられなくなったりするのではないかと危惧

しています。

このように、地域医療の格差が生じるべきで

はないと思いますし、その解消に向けての取組

こそが持続可能な地域づくりにつながり、さら

に本県の発展につながると思います。

そこで、県民誰もが安心して医療を受けられ

る体制の構築に向けて、どのように取り組んで

いかれるのか、知事にお伺いいたします。

本県は九州唯一の医師○知事（河野俊嗣君）

少数県でありまして、県央に医師が集中する地

域間の偏在、また小児科・産科等の特定診療科
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の医師不足など、大きな課題となっておりま

す。

このため、小児科、産科等を目指す医師への

専門研修資金の貸与や、産科医の処遇改善のた

めの支援を行うとともに、医師のキャリア形成

プログラムに基づき、地域枠医師の派遣調整等

を通じた医師の地域偏在の是正に取り組んでい

るところであります。

また、ドクターヘリやドクターカーを活用し

た救急医療体制を整備するとともに、中山間地

域におけるＩＣＴを活用した遠隔診療支援シス

テムの構築や、オンライン診療の導入を支援す

るなど、地域医療体制の機能強化を進めている

ところであります。

今後とも、県民誰もが住み慣れた地域で安心

して医療を受けられるような体制を築くことが

できるよう、引き続き、関係機関と連携して取

り組んでまいります。

本当に難しい問題とは思いま○野﨑幸士議員

すが、県民の安心な生活、そして本県の発展の

ためには、医療体制の充実が不可欠なので、引

き続きしっかり取り組んでいただくことを要望

いたします。

次に、医療的ケア児について質問します。

現在、本県での医療的ケア児は192名と伺って

おり、全国でも医療的ケア児が増加している状

況です。

こういった中、医療的ケア児を育てる家族の

負担を軽減し、医療的ケア児の健やかな成長を

図るとともに、その家族の離職を防止する目的

で、医療的ケア児支援法が２年前に施行され、

国や地方自治体が医療的ケア児の支援を行う責

務を担うことが明文化されました。

本県においても、医療的ケア児支援法の施行

に伴い、昨年７月に県立こども療育センター内

に医療的ケア児支援センターを開設し、様々な

対応をされていると思いますが、その相談対応

の状況について、福祉保健部長にお伺いいたし

ます。

医療的ケア児○福祉保健部長（川北正文君）

支援センターにおきましては、医療的ケア児の

保護者等からの相談をワンストップで受け止

め、適切な支援機関への橋渡しを行うなどの相

談対応を行っており、昨年７月の開設から今年

６月末までの１年間で、保護者や医療機関、福

祉事業所等から合わせて106件の相談が寄せられ

ているところであります。

主な内容として、「子供を預けられる事業所

を知りたい」「入園、入学において不安があ

る」「退院後に受けられる生活支援を知りた

い」といった保護者等からの相談が多く、この

ような相談に対し、センターに配置された保健

師等が、受入れ可能な事業所の紹介や、教育委

員会等を交えたケース会議を実施するなど、地

域の関係機関と連携しながら対応しているとこ

ろであります。

この支援センターの存在は、○野﨑幸士議員

本当に保護者の方にとって心強い存在ですし、

今まで悩んでいた、また諦めていたことの相談

の解決に結びついていますので、これからも支

援の取組をしっかり行っていただくよう要望し

ます。

このように、医療的ケア児に対する法整備

や、それに伴う様々な支援体制が進められてい

ますが、今後、本県において医療的ケア児とそ

の家族への支援をどのように進めていくのか、

福祉保健部長にお伺いいたします。

医療的ケア児○福祉保健部長（川北正文君）

やその御家族は、生活の中で様々な不安を抱え

ながら過ごされており、医療的ケア児支援セン
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ターなどに届いた声にしっかりと寄り添い、必

要な支援につなげていくことが重要でありま

す。

このため、県としましては、医療的ケア児支

援センターを中心とした地域におけるきめ細か

な支援体制を構築するため、相談支援の調整役

を担う「医療的ケア児等コーディネーター」の

養成研修を実施しており、全ての市町村に対

し、配置を働きかけているところであります。

また、引き続き、施設や設備への補助による

短期入所施設等の充実や、医療的ケア児に対応

できる小児科医の育成などを進め、関係する皆

様が身近な地域で安心して生活できる環境づく

りに取り組んでまいります。

医療的ケアは24時間体制で行○野﨑幸士議員

う必要があるため、介護をする家族は慢性的な

睡眠不足や疲労感にさいなまれます。このよう

な状況が軽減され、医療的ケア児がいる家族で

も身近な地域で安心して生活ができるよう、

しっかり取り組んでいただくよう要望いたしま

す。

次に、親亡き後の問題について質問します。

障がいがある子を持つ親が常に心配し、悩ま

しい問題として、親が亡くなった後の我が子の

生活支援や財産管理等の問題が挙げられます。

このような問題の解決策の一つに成年後見制

度があり、本県においても、この制度の利用を

含め、障がいのある子を持つ親への大きな心配

や悩みに寄り添った取組が必要と強く考えます

が、本県における親亡き後の問題への取組を福

祉保健部長にお伺いいたします。

障がいのある○福祉保健部長（川北正文君）

方の親亡き後の生活は、本人やその御家族に

とって大変切実な問題であり、県では、居住の

場であるグループホームの整備に対する補助

や、地域での生活や就労に関する相談支援体制

の整備等を行っております。

また、障がいのある方の財産保護と権利擁護

を図る上で、成年後見制度は有効な手段であり

ますことから、成年後見制度の申立てや後見人

の報酬等に要する経費を補助する市町村への支

援を行うとともに、後見業務を適正に担うこと

ができる法人や、弁護士等の専門職以外で地域

の身近な存在として業務を行う市民後見人の養

成研修なども実施しております。

今後とも、市町村や関係機関と連携しなが

ら、障がいのある方の生活を地域全体で支える

ための取組を推進してまいります。

親が元気なうちに、いかに亡○野﨑幸士議員

き後の対策を備えておくかということが重要で

す。制度の周知や受皿となる施設の整備等、障

がいを持つ方、また、その親が安心して生活で

きる社会づくりのために尽力していただくよう

要望します。

次に、老老介護について質問します。

昨年の国民生活基礎調査を見てみますと、65

歳以上で構成される高齢者世帯の夫婦のみの世

帯、単独世帯、また要介護者との同居割合も

年々増加傾向にあります。このような背景から

も、介護者と要介護者がともに65歳以上のいわ

ゆる老老介護が、高齢社会の大きな問題の一つ

になっています。

こうした社会の中で、昨年の11月、82歳の夫

が約40年間介護を続けてきた79歳の妻を、神奈

川県大磯町の海に車椅子ごと突き落として殺害

する事件が起こりました。

被告である夫は、「妻が脳梗塞で倒れて左半

身不随になってから、体が続く限り１人で介護

すると決意した。その気持ちは揺らぐことはな

かったし、今でも変わりない」と法廷で述べて
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います。

２人で仲よく生活を続ける中、妻の体の機能

が急激に低下し、それまで１人でできていた車

椅子の乗り降りが難しくなりました。被告は体

力も落ち始めたこともあり、この頃から妻と無

理心中を考え始めるようになったと話していま

す。

その後、様々な事態を知った長男が費用を負

担して、被害者は施設に入所することが決まり

ましたが、このことが被告に妻の殺害を決意さ

せるきっかけになったと見られています。

およそ40年にわたって妻の身の回りの世話を

全てほぼ１人で担ってきた被告は、「自分は頑

固者で、人の意見を聞かない性格で、誰にも迷

惑をかけないで１人で面倒を見るという意識が

あった。なぜ息子やケアマネジャーに本音をぶ

つけて相談しなかったのか」と後悔を口にした

そうです。本当に痛ましい事件だと思います。

本県でも全国と同様に、夫婦のみや単独の高

齢者世帯が増え、老老介護の割合も今後増えて

いくと思われます。

そこで、老老介護の課題と、介護を行う高齢

者の負担を減らすためにどのような支援をして

いるのか、福祉保健部長にお伺いいたします。

老老介護は、○福祉保健部長（川北正文君）

主な介護者が高齢者であることから、介護に係

る負担により体調を崩しやすい、また周囲に助

けを求めることに抵抗があるなどの課題がある

と認識しております。

このため各市町村では、地域の通いの場の運

営や、相談支援機能を持つ地域包括支援セン

ターを設置するとともに、高齢者の家庭を定期

的に訪問するなど、問題を抱え込み、孤立しな

いよう努めているところです。

また、県では、老老介護対策の先進事例を収

集し、その横展開を図るとともに、地域包括支

援センター職員やケアマネジャーの研修会の開

催等により、市町村の取組を支援しておりま

す。

今後、増加が見込まれる高齢の介護者の不安

を受け止め、負担を軽減することは大変重要で

ありますので、引き続き、市町村や関係機関と

の連携を強化してまいります。

誰一人取り残すことのないよ○野﨑幸士議員

う、その相談支援体制の構築を確実に進めてい

ただくよう要望します。

先ほどの神奈川県の事件ですが、知事はこの

事件をどう感じておられるのか、また、本県の

高齢社会をどう支えていかれようとしているの

かお伺いいたします。

この事件の報道に接す○知事（河野俊嗣君）

るたびに、胸が塞がる思いがしておりました。

およそ40年の長きにわたり、家族や専門家の

支援を断り、１人で妻の介護を続けておられた

夫の苦労、過酷さは、想像を絶するものであっ

たろうと思われますが、一方で、１人の貴い命

が奪われるという重大な結末に至ったことは、

誠に残念なことであり、あってはならないこと

だと考えております。

今回の事件は、少子高齢化が大きな問題とな

る中、介護や社会の在り方について、改めて考

えさせられるものでありました。

本県におきましては、全国を上回るスピード

で高齢化が進んでおりまして、これまで「地域

包括ケアシステム」の構築や、それを支える介

護人材の確保、医療・介護基盤の整備などに取

り組んでまいりました。

今後さらに、高齢夫婦のみの世帯や独居高齢

者などの世帯が増加すると、社会、また地域の

在り方が大きく変容することが想定されるとこ
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ろであります。こうした福祉の分野において

も、防災の分野においても、家族、親族も含め

てでありますが、隣近所などと普段から接す

る、日常的なコミュニケーションの大切さとい

うことを改めて感じております。

県といたしましては、高齢者を含め全ての県

民の皆様が孤立することなく、安心して自分ら

しく暮らし続けることができるよう、世代を超

えて地域住民が支え合う地域づくりを推進し、

本県の高齢社会を支えてまいります。

この事件の状況、結末は、海○野﨑幸士議員

に突き落とされた瞬間、妻は「嫌だ」と大きな

声で叫んだということです。妻はまさか海に突

き落とされるとは全く思っていなかったのだと

思います。本当に深刻で、いろいろと考えさせ

られる事件です。

以上、各項目をるる質問させていただきまし

たが、知事が打ち出した「宮崎再生」、表向き

はコロナ禍前の社会に戻り始めたように感じら

れますが、コロナ禍中の借入れの返済や、先ほ

どの事件のように、新型コロナがなかったとし

ても、社会変化の中で起きる様々な問題を鑑み

れば、「中心部だけでなく、地方の隅々までの

均衡ある発展」と「誰一人とも、どの地域も取

り残さない」政策実現こそが「宮崎再生」だと

思います。

歌手の坂本九さんの歌にありますように、

「上を向いて歩こう、涙がこぼれないよう

に」、涙が、県民が抱えている悩みや苦しみと

いった問題、要望だとしたら、その涙がこぼれ

ないように、顔を上に向かせるのは政治と行政

の役目、優しく背中を押し、希望を持って一歩

ずつ歩かせるのも政治と行政の役目だという思

いをお伝えして、代表質問の全てを終わりま

す。ありがとうございました。（拍手）

以上で本日の質問は終わりま○濵砂 守議長

した。

明日の本会議は、午前10時から、本日に引き

続き代表質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時57分散会
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